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法
律
論
叢
　
第
八
五
巻
　
第
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
一
二
・
一
二
）

【
論
　
説
】告

訴
権
の
濫
用
的
行
使
と
民
事
不
法
行
為
責
任
（
三
）

黒
　
　
澤
　
　
　
　
　
睦

目
　
次

は
じ
め
に

一
　
関
連
判
例
の
俯
瞰
と
要
点

　
１
　
告
訴
、
告
発
、
通
報
・
申
告
等
に
関
す
る
判
例

　
２
　
訴
え
の
提
起
、
弁
護
士
の
懲
戒
請
求
に
関
す
る
判
例

二
　
関
連
判
例
の
分
析
と
問
題
の
所
在

　
１
　
考
慮
す
べ
き
二
つ
の
観
点

　
　
《
Ａ
》
告
訴
制
度
の
趣
旨
・
目
的
（
違
法
性
阻
却
）

　
　
《
Ｂ
》
被
告
訴
人
の
不
利
益
・
負
担
（
法
益
侵
害
・
違
法
性
）

　
２
　
注
意
義
務
の
程
度
、
違
法
性
阻
却
・
免
責
の
基
準

　
　
（
一
）
判
例
の
状
況
分
析

　
　
（
二
）
最
高
裁
判
例
を
視
野
に
入
れ
て
―
―
判
断
の
視
点
・
主
体
・
時
点

（
以
上
、
八
四
巻
六
号
）

三
　
類
似
の
制
度
と
の
比
較

　
１
　
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
対
応
―
―
訴
訟
費
用
の
負
担
（
刑
訴
法
一
八
三
条
）
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（
一
）
告
訴
人
訴
訟
費
用
負
担
制
度
の
趣
旨
―
―
不
法
行
為
責
任
と
の
異
同

　
　
（
二
）
告
訴
と
公
訴
の
提
起
等
と
の
因
果
関
係
の
強
度
―
―
重
要
な
影
響
、
決
定
的
要
因

　
　
（
三
）
故
意
ま
た
は
重
過
失

　
　
（
四
）
費
用
負
担
者
か
ら
の
告
訴
代
理
人
の
除
外
―
―
告
訴
人
と
し
て
の
主
体
性
を
有
し
な
い

　
２
　
刑
法
に
お
け
る
対
応

　
　
（
一
）
虚
偽
告
訴
罪
（
刑
法
一
七
二
条
）

　
　
（
二
）
名
誉
毀
損
罪
（
刑
法
二
三
〇
条
）
と
刑
法
二
三
〇
条
の
二
に
よ
る
免
責

　
　
（
三
）
正
当
行
為
と
し
て
の
違
法
性
阻
却
（
刑
法
三
五
条
）

　
３
　
民
事
法
に
お
け
る
対
応

　
　
（
一
）
名
誉
毀
損
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
（
民
法
七
〇
九
条
）

　
　
（
二
）
名
誉
毀
損
に
関
す
る
違
法
性
阻
却
・
免
責

四
　
歴
史
的
考
察

　
１
　
治
罪
法
に
お
け
る
「
告
訴
」
と
「
付
帯
私
訴
」・「
私
訴
」
と
の
関
係

　
２
　
告
訴
人
お
よ
び
付
帯
私
訴
・
私
訴
原
告
の
損
害
賠
償
責
任
―
―
悪
意
・
重
過
失
要
件

　
３
　
名
誉
回
復
訴
訟
に
お
け
る
告
訴
権
の
濫
用
と
民
事
不
法
行
為
責
任

　
４
　
明
治
刑
事
訴
訟
法
、
現
行
民
法
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
と
そ
の
影
響

　
　
（
一
）
明
治
刑
事
訴
訟
法
一
三
条
に
お
け
る
悪
意
・
重
過
失
要
件
―
―
治
罪
法
の
規
定
の
承
継

　
　
（
二
）
現
行
民
法
に
お
け
る
故
意
・
過
失
要
件
―
―
例
外
規
定
と
し
て
の
明
治
刑
事
訴
訟
法
一
三
条

　
　
（
三
）
大
正
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
損
害
賠
償
規
定
の
削
除

〔
補
遺
〕
関
連
判
例
の
補
充

（
以
上
、
八
五
巻
一
号
）

五
　
比
較
法
的
考
察

　
１
　
虚
偽
の
告
訴
、
告
発
、
通
報
・
申
告

　
２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
虚
偽
通
報
・
申
告
に
対
す
る
法
的
対
応

　
　
（
一
）
法
的
対
応
の
全
体
像
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（
二
）
民
事
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
議
論
の
概
要

　
　
（
三
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
と
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文

　
　
（
四
）
若
干
の
補
足
―
―
近
時
の
ド
イ
ツ
民
事
法
学
説
を
参
考
に
し
て

六
　
総
合
的
検
討

　
１
　
告
訴
の
前
提
事
実
に
つ
い
て
の
調
査
・
確
認
の
必
要
性

　
　
（
一
）
告
訴
の
法
的
性
質

　
　
（
二
）
告
訴
を
め
ぐ
る
実
情

　
　
（
三
）
告
訴
期
間
制
度
と
の
関
係
―
―
調
査
・
確
認
の
時
間
的
限
界
、
迅
速
性
の
優
先

　
２
　
告
訴
の
受
理
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

　
　
（
一
）
告
訴
の
受
理
を
め
ぐ
る
実
務
の
実
態

　
　
（
二
）
説
得
・
不
受
理
の
実
態
か
ら
み
た
受
理
の
意
味

　
　
（
三
）
告
訴
の
受
理
と
違
法
評
価
と
の
関
係
―
―
故
意
と
過
失
の
峻
別
、
捜
査
機
関
の
過
失
と
の
競
合

　
３
　
捜
査
の
開
始
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

　
　
（
一
）
捜
査
の
開
始
と
「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
」（
刑
訴
法
一
八
九
条
二
項
）

　
　
（
二
）
犯
罪
の
嫌
疑
の
認
定
権
者
、
認
定
の
根
拠

　
　
（
三
）
告
訴
の
受
理
と
犯
罪
の
捜
査

　
４
　
告
訴
人
の
協
力
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

　
　
（
一
）
告
訴
人
の
犯
罪
捜
査
へ
の
協
力
と
二
次
被
害
の
お
そ
れ

　
　
（
二
）
告
訴
任
意
代
理
制
度
（
刑
訴
法
二
四
〇
条
）
の
趣
旨
の
考
慮

　
　
（
三
）
捜
査
へ
の
協
力
が
消
極
的
に
な
る
そ
の
他
の
要
因

　
５
　
不
起
訴
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

　
　
（
一
）
手
続
の
進
行
段
階
や
行
使
主
体
に
相
応
し
た
嫌
疑
の
程
度

　
　
（
二
）
不
起
訴
と
い
う
事
実
に
よ
る
故
意
・
過
失
の
推
定

　
　
（
三
）
不
起
訴
裁
定
の
主
文
の
違
い
に
よ
る
故
意
・
過
失
の
推
定
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６
　
不
起
訴
処
分
後
の
告
訴
人
の
対
応
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

　
　
（
一
）
不
起
訴
処
分
後
の
告
訴
人
の
対
応

　
　
（
二
）
告
訴
人
の
対
応
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

　
７
　
立
証
責
任
の
所
在

　
　
（
一
）
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
一
般
的
な
立
証
責
任
論

　
　
（
二
）
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
の
事
案
を
め
ぐ
る
立
証
責
任
論

（
以
上
、
本
号
）

七
　
告
訴
任
意
代
理
人
弁
護
士
の
不
法
行
為
責
任

む
す
び
に
か
え
て

五
　
比
較
法
的
考
察

比
較
法
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
と
民
事
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
類

似
し
た
「
告
訴
」
制
度
を
持
つ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
が
一
つ
の
参
考
に
な
る（135
）
　
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
に
関
す
る
議

論
は
広
範
に
わ
た
る（136
）
　
が
、
以
下
で
は
、
本
論
文
で
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
中
心
的
課
題
と
し
て
、
客
観
的
事
実
に

反
し
た
内
容
の
告
訴
（
以
下
で
は
「
虚
偽
告
訴
」
と
い
う
）
を
し
た
場
合
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
故
意
で
は
な
く
過
失
に
よ
る
場
合
の
、
民

事
不
法
行
為
責
任
の
成
否
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。



明治大学　法律論叢 85巻 2・3号：責了 tex/kurosawa-8523.tex page95 2013/04/04 19:26

95 ――告訴権の濫用的行使と民事不法行為責任（三）――

１
　
虚
偽
の
告
訴
、
告
発
、
通
報
・
申
告

虚
偽
告
訴
に
対
す
る
民
事
不
法
行
為
責
任
の
成
否
の
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
告
訴
、
告
発
、
通
報
・
申
告
に
関
し
て
、

ド
イ
ツ
で
の
用
語
法
と
わ
が
国
の
用
語
法
と
の
対
応
関
係
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
広
義
の
「S

tra
fa
n
tra
g

」
な
い
し
「A

n
tra
g

」
に
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
告
訴
」
の
ほ
か
、「
告
発
」
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
特

に
広
義
の
「S

tra
fa
n
tra
g

」
な
い
し
「A

n
tra
g

」
と
し
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、「
告
訴
・
告
発
」
と
表
記
す
る
。
他
方
で
、「S

tra
fa
n
zeig
e

」

な
い
し
「A

n
zeig
e
ein
er
S
tra
fta
t

」
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
通
報
」
な
い
し
「
申
告
」
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
一
般
論
と
し
て
犯
罪
事

実
の
通
報
・
申
告
が
問
題
と
な
る
場
合
、「S
tra
fa
n
tra
g

」
な
い
し
「A

n
tra
g

」
も
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い（137
）
　
。

そ
し
て
、
本
論
文
の
検
討
対
象
で
あ
る
虚
偽
告
訴
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
以
下
で
検
討
し
て
い
く
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
虚
偽
の

「S
tra
fa
n
tra
g

」
な
い
し
「A
n
tra
g

」
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
虚
偽
の
「S

tra
fa
n
zeig
e

」
な
い
し
「A

n
zeige

」
の
問
題
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
虚
偽
告
訴
で
は
な
く
「
虚
偽
通
報
・
申
告
」
が
問
題
と
さ
れ
る
理
由
は
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
六
〇
条
一
項

が
、
通
報
・
申
告
等
に
よ
っ
て
検
察
官
が
犯
罪
の
嫌
疑
に
つ
い
て
認
識
し
た
際
に
公
訴
を
提
起
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
事
実

関
係
を
究
明
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
は
、
通
報
の

場
合
に
は
、
捜
査
の
端
緒
に
な
る
も
の
の
、
刑
訴
法
一
八
二
条
二
項
は
「
司
法
警
察
職
員
は
、
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
犯
人
及

び
証
拠
を
捜
査
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
し
て
、
ま
た
、
刑
訴
法
一
九
一
条
一
項
は
「
検
察
官
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
犯
罪
を

捜
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
、
通
報
と
捜
査
義
務
と
を
直
結
さ
せ
て
い
な
い
一
方
で
、
告
訴
事
件
の
場
合
に
は
、
特
に
刑
訴
法
二
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六
〇
条
お
よ
び
二
四
二
条
と
の
関
係
で
、
捜
査
義
務
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（138
）
　
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、

ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
六
〇
条
一
項
に
基
づ
き
、
通
報
・
申
告
等
に
よ
っ
て
捜
査
義
務
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
同
条
項
に
お
け
る
「A

n
zeige

」

に
は
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
五
八
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
お
け
る
狭
義
の
通
報
・
申
告
（S

tra
fa
n
zeig
e

）
と
告
訴
（S

tra
fa
n
tra
g

）
が
含
ま

れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る（139
）
　
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
法
に
お
け
る
通
報
・
申
告
（S

tra
fa
n
zeig
e;
A
n
zeig
e

）
は
、
そ
れ
が
虚

偽
で
あ
る
場
合
の
法
的
対
応
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
捜
査
な
い
し
そ
の
後
の
刑
事
手
続
と
の
結
び
つ
き
お
よ
び
そ
れ
ら
に
よ
る
影
響

の
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
告
訴
に
匹
敵
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
虚
偽
通
報
・
申
告
と
民
事
不
法
行
為
責
任

（
一
）
虚
偽
通
報
・
申
告
に
対
す
る
法
的
対
応
の
全
体
像（140
）
　

虚
偽
通
報
・
申
告
を
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、
概
ね
次
の
よ
う
な
法
的
対
応
が
な
さ
れ
る
。

事
実
に
反
す
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
虚
偽
の
通
報
・
申
告
を
し
た
場
合
、
通
報
・
申
告
者
は
、
刑
事
実
定
法
上
は
、
虚
偽
嫌
疑
（
虚
偽
通

報
・
申
告
）（
ド
イ
ツ
刑
法
一
六
四
条（141
）
　
）
ま
た
は
中
傷
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
七
条
）
の
罪
責
が
問
わ
れ
う
る（142
）
　
。
刑
事
手
続
法
上
は
、
訴
訟
費

用
お
よ
び
被
疑
者
・
被
告
人
に
生
じ
た
必
要
的
支
出
金
が
負
担
さ
せ
ら
れ
う
る
（
ド
イ
ツ
刑
訴
法
四
六
九
条
）。
そ
し
て
、
民
事
法
上
は
、

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
（
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
）
を
問
わ
れ
う
る（143
）
　
。

事
実
に
反
す
る
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
虚
偽
の
通
報
・
申
告
を
し
た
場
合
、
通
報
・
申
告
者
は
、
刑
事
法
上
は
、
虚
偽
嫌
疑
（
虚
偽
通
報
・

申
告
）（
ド
イ
ツ
刑
法
一
六
四
条（144
）
　
）
お
よ
び
中
傷
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
七
条（145
）
　
）
は
、「
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
（w

id
er
b
esseres

W
issen

）」
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
不
実
の
確
定
的
な
認
識
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
罪
責
は
問
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
悪
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評
の
流
布
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
六
条
）
に
つ
い
て
は
、
善
意
（g

u
tg
lä
u
b
ig （

146
）
　
）
に
よ
る
場
合
に
は
、
通
常
は
正
当
な
利
益
の
擁
護
に
関
す

る
ド
イ
ツ
刑
法
一
九
三
条
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
が
、
通
報
・
申
告
者
が
軽
率
に
過
大
で
は
な
い
調
査
を
怠
っ
た
場
合
は
正
当
化
さ
れ

な
い（147
）
　
。
す
な
わ
ち
、
通
報
・
申
告
者
に
、
通
報
・
申
告
内
容
の
正
確
性
に
関
す
る
一
定
の
調
査
義
務
（P

rü
fu
n
gsp
fl
ich
t

）
が
課
せ
ら
れ

る（148
）
　
。
た
だ
し
、
通
報
・
申
告
者
は
、
通
報
・
申
告
の
正
確
性
を
積
極
的
に
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い（149
）
　
。
刑
事
手
続
法
上

は
、「
軽
率
に
（leich

tfertig

）」
不
実
の
通
報
・
申
告
を
行
っ
た
と
さ
れ
れ
ば
、
訴
訟
費
用
お
よ
び
被
疑
者
・
被
告
人
に
生
じ
た
必
要
的
支

出
金
が
負
担
さ
せ
ら
れ
う
る
（
ド
イ
ツ
刑
訴
法
四
六
九
条（150
）
　
）。
そ
し
て
、
民
事
法
上
は
、
一
定
の
場
合
（
詳
し
く
は
後
述
）
に
、
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
（
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
）
を
問
わ
れ
う
る（151
）
　
。

（
二
）
民
事
不
法
行
為
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
の
概
要

以
上
の
う
ち
本
論
文
で
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、〈
過
失
〉
に
よ
っ
て
虚
偽
の
通
報
・
申
告
が
な
さ
れ
た
場
合
の
民
事
不
法
行
為
責
任
の

成
否
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
一
般
的
理
解
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
虚
偽
の
通
報
・
申
告
が
「
善
意
（g

u
tg
lä
u
b
ig

）」
か
つ
「
軽
率
に
で
は
な
く
（n

ich
t
leich
tfertig

）」
行
わ
れ
た

場
合
に
は
、
通
報
・
申
告
し
た
事
実
の
内
容
が
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は

発
生
し
な
い（152
）
　
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
場
合
に
存
在
し
て
い
る
悪
評
（ü

b
le
N
ach
red
e

）
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
九
三
条
に
よ
り
正

当
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（153
）
　
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
虚
偽
の
通
報
・
申
告
が
軽
率
に
（leich

tfertig

）
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
二
三
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求
権
が
発
生
し
う
る（154
）
　
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
軽
率
さ
（L

eich
tfertig

k
eit

）
は
、
通
説
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、「
認
識
可
能
な
根

拠
（erk

en
n
b
a
rer
G
ru
n
d

）」
が
な
く
「
で
た
ら
め
に
（in

s
B
lau
e
h
in
ein

）」
行
わ
れ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る（155
）
　
。
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さ
ら
に
、
具
体
的
に
、
医
師
に
よ
る
過
失
傷
害
に
つ
い
て
の
通
報
・
申
告
の
場
合
に
は
、「
通
報
・
申
告
実
行
者
の
視
点
か
ら
（au

s
d
er

S
ich
t
d
es
A
n
zeig
eersta

tters

）」、
犯
罪
行
為
の
根
拠
・
拠
り
所
（A

n
h
altsp

u
n
k
te

）
が
存
在
す
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
有
力

な
見
解（156
）
　
が
あ
る
。

（
三
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
と
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文

こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
最
も
詳
細
で
あ
り
各
種
論
考
に
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
研
究
論
文
は
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
（H

ein
z

M
ü
ller-D

ietz

）
が
一
九
八
九
年
に
公
刊
し
た
「
誤
通
報
・
申
告
の
場
合
の
損
害
賠
償
？（157
）
　
」
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文
は
、

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
指
導
的
判
例
と
い
え
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年
二
月
二
五
日
決
定（158
）
　
が
出
さ
れ
た
の
を
踏
ま
え
て
の

論
考
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
同
決
定
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

（
１
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年
二
月
二
五
日
決
定

①
　
事
実
の
概
要

損
害
賠
償
訴
訟
の
被
告
で
あ
る
通
報
人
（
女
性
）
は
、
生
徒
で
あ
っ
た
一
七
歳
の
時
に
、
損
害
賠
償
訴
訟
の
原
告
で
あ
る
被
通
報
人
で

あ
る
医
師
が
医
療
診
察
中
に
性
的
暴
行
を
加
え
た
と
、
通
報
に
お
い
て
非
難
し
た
。
検
察
官
は
、
犯
罪
の
十
分
な
嫌
疑
が
欠
け
て
い
る
た

め
、
そ
の
通
報
に
基
づ
い
て
開
始
し
て
い
た
捜
査
手
続
を
打
ち
切
り
、
通
報
人
を
虚
偽
嫌
疑
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
六
四
条
）
で
起
訴
し
た
。

そ
の
後
、
通
報
人
の
供
述
に
関
す
る
心
理
学
的
鑑
定
に
よ
っ
て
そ
の
信
用
性
が
証
明
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
手
続
も
、
検
察
官
お
よ
び
被
告

人
で
あ
る
通
報
人
の
同
意
に
基
づ
い
て
、
責
任
が
微
弱
で
あ
る
と
し
て
打
ち
切
ら
れ
た
（
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
五
三
条
二
項
）。

他
方
で
、
被
通
報
人
で
あ
る
医
師
に
は
、
当
初
の
捜
査
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
、
弁
護
士
費
用
が
生
じ
た
。
被
通
報
人
は
、

こ
の
費
用
の
賠
償
を
通
報
人
に
請
求
し
た
。
区
裁
判
所
は
、
証
拠
調
べ
を
実
施
し
、
訴
え
を
理
由
の
あ
る
も
の
と
認
め
た
。
通
報
人
は
、
そ



明治大学　法律論叢 85巻 2・3号：責了 tex/kurosawa-8523.tex page99 2013/04/04 19:26

99 ――告訴権の濫用的行使と民事不法行為責任（三）――

の
供
述
に
信
用
性
が
認
め
ら
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
診
療
時
に
被
通
報
人
に
よ
っ
て
性
的
暴
行
を
さ
れ
た
と
の
主
張
を
、
裁
判
所
が
十
分

な
確
信
に
至
る
ま
で
証
明
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
通
報
人
は
、
刑
法
一
八
六
条
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
真
実
性
の
証
明

（W
a
h
rh
eitsb

ew
eis

）
を
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
刑
法
一
八
六
条
と
関
連
す
る
民
法
八
二
三
条
二
項
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
の
義
務
を

負
わ
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
れ
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
申
立
て
を
受
理
し
、
判
断
を
示
し
た
の
が
本
決
定
で
あ
る
。

②
　
決
定
要
旨（159
）
　

Ｂ
．
Ⅰ
．

１
．「
法
律
で
定
め
ら
れ
た
司
法
手
続
（gesetzlich
g
eregeltes

V
erfah

ren
d
er
R
ech
tsp
fl
ege

）
を
開
始
さ
せ
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
ど
の
範
囲
ま
で
不
法
行
為
が
犯
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
の
〔
憲
法
判
断
で
は
な
く
〕
単
な
る
法
的
判
断
に
つ
い
て
、
連
邦
通
常
裁

判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、
主
観
的
に
誠
実
な
行
動
（su

b
jek
tiv
e
red
lich
es
V
erh
alten

）
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
司
法
手
続
の
中
で
い

ず
れ
に
し
て
も
民
法
八
二
三
条
で
保
護
さ
れ
る
法
益
の
侵
害
の
み
に
よ
っ
て
同
時
に
そ
の
違
法
性
も
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う

見
解
が
支
持
さ
れ
て
い
る
（B
G
H
Z
7
4
,
9
(1
4
)

）。
む
し
ろ
、
損
害
の
原
因
と
な
る
行
動
は
、
そ
れ
が
手
続
法
に
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

（L
eg
a
litä
t

）
を
考
慮
す
る
と
、
さ
し
あ
た
り
、
法
に
適
合
し
て
い
る
（R

ech
tm
ä
ß
ig
k
eit

）
と
の
推
定
を
受
け
る
。
単
に
形
式
的
の
み
な

ら
ず
、
実
質
的
に
も
、
法
定
手
続
の
正
当
な
開
始
お
よ
び
遂
行
が
、
法
的
訴
追
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
請
求
権
の
実
現
な
い
し
制
裁
を
超
え

る
よ
う
な
、
か
つ
、
相
手
方
が
賠
償
を
受
け
ず
に
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
類
型
的
な
損
害
結
果
す
ら
も
た
ら

し
う
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
も
、
こ
の
推
定
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
権
利
保
護
請

求
者
は
、
そ
の
相
手
方
に
、
あ
ら
か
じ
め
手
続
法
の
な
か
で
予
定
さ
れ
て
い
る
制
裁
の
枠
外
で
は
な
く
、
不
法
行
為
の
実
体
法
に
よ
っ
て
、

法
律
状
況
（R

ech
tsla
g
e

）
の
単
な
る
過
失
に
よ
る
評
価
間
違
い
（F

eh
lein
sch
ä
tzu
n
g

）
の
結
果
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
と
異
な
る
判
断
を
す
る
な
ら
ば
、
重
大
な
公
益
も
存
在
し
て
い
る
国
家
的
司
法
手
続
の
自
由
な
利
用
可
能
性
（freie

Z
u
g
ä
n
g
lich
k
eit
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d
er
sta
a
tlich
en
R
ech
tsp
fl
eg
ev
erfa
h
ren

）
を
、
由
々
し
き
形
で
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（B

G
H
,
a
.a
.O
.
9
(1
5
);

　
法
で
定

め
ら
れ
た
手
続
に
お
け
る
発
言
に
対
す
る
民
事
法
上
の
名
誉
侵
害
の
限
界
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、B

G
H
,
N
J
W
1
9
6
2
,
S
.2
4
3
;

N
J
W
1
9
7
1
,
S
.2
8
4
;
D
B
1
9
7
3
,
S
.8
1
8
;
N
J
W
1
9
7
8
,
S
.7
5
1

、
ま
た
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、N

J
W
1
9
8
6
,
S
.2
5
0
2

を
参
照
）。
こ
う
し

た
見
解
は
、
民
事
法
学
説
に
お
い
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。」

２
．
…
…
原
手
続
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、「
通
報
を
、
適
切
に
行
っ
た
場
合
に
、
民
法
八
二
三
条
に
い
う
不
法
行
為
と
評
価
し
て
は

な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
に
相
当
な
も
の
（sozial
A
d
ä
q
u
a
te

）
と
い
う
枠
組
み
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
原
告
に
発
生
す
る
弁
護
士
費
用
は
、
賠
償
を
受
け
ず
に
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刑
事
法
上
の
捜
査
手
続
の
公
式
で
正
当
な
開
始
お

よ
び
遂
行
の
結
果
に
典
型
的
に
属
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（B

G
H
Z
7
4
,
9
(1
5
)

）。
し
た
が
っ
て
、
損
害
賠
償
の
訴
え
は
、
棄
却
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
、
最
新
のJ

.
H
elle,

N
J
W
1
9
8
7
,
S
.2
3
3

も
参
照
）。」

Ⅱ
．

１
．
…
…
「
す
で
に
単
に
法
的
に
も
異
議
を
唱
え
ら
れ
る
べ
き
、
通
報
に
お
け
る
自
ら
の
主
張
に
つ
い
て
真
実
性
の
証
明
を
し
な
か
っ

た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
申
立
人
〔
憲
法
異
議
の
申
立
人
の
こ
と
。
本
件
で
は
通
報
実
行
者
の
女
性
で
あ
る
。〕
に
損
害
賠
償
義
務
を
肯
定

す
る
こ
と
は
、
法
治
国
家
原
理
と
相
容
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
通
報
を
実
行
す
る
権
利
を
過
度
に
制
約
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
申
立
人
が
そ
の
通
報
に
よ
っ
て
単
に
法
秩
序
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
承
認
さ
れ
た
可
能
性
を
利
用
し
た
と

い
う
観
点
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
憲
法
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

法
治
国
家
は
―
―
法
律
で
定
め
ら
れ
た
例
外
事
例
（
正
当
防
衛
、
緊
急
救
助
、
自
力
救
済
、
緊
急
事
態
、
仮
拘
束
）
は
別
と
し
て
―
―
市

民
が
現
実
の
ま
た
は
推
定
上
の
権
利
を
国
家
的
組
織
に
対
し
て
も
同
じ
市
民
に
対
し
て
も
強
制
力
を
も
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
個
々
人
は
そ
の
権
利
を
国
家
の
裁
判
所
に
お
い
て
追
求
し
、
国
家
権
力
の
助
け
を
借
り
て
そ
れ
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
（v

g
l.
M
erten

,
R
ech
tssta

a
t
u
n
d
G
ew
a
ltm
o
n
o
p
o
l,
1
9
7
5
,
S
.5
6
f.

）。
逆
に
、
私
的
暴
力
の
禁
止
お
よ
び
権
利
実
現
の
国
有
化
か

ら
導
か
れ
る
の
は
、
市
民
の
安
全
を
気
遣
い
、
そ
の
権
利
へ
の
配
慮
を
保
障
す
る
国
家
の
義
務
で
あ
る
（M

erten
,
a
.a
.O
.,
S
.6
1

）。
こ
の

よ
う
な
法
治
国
家
の
根
本
的
要
請
と
、
善
意
で
通
報
を
実
行
し
た
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
人
が
、
自
ら
の
主
張
が
当
局
の
調
査
に
よ
っ
て
不
正

確
あ
る
い
は
解
明
不
可
能
と
判
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と
は
、
両
立
し
得
な
い
。
市
民
の
（
不
実
に
つ
き
故
意
の

な
い
、
ま
た
は
軽
率
で
は
な
い
）
通
報
は
、
法
的
平
和
の
維
持
お
よ
び
犯
罪
行
為
の
解
明
に
対
す
る
公
衆
の
利
益
が
あ
る
。
法
治
国
家
は
、

刑
事
訴
追
の
場
合
に
そ
れ
を
断
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
良
く
機
能
す
る
刑
事
司
法

（fu
n
k
tion
stü
ch
tig
e
S
tra
frech

tsp
fl
eg
e

）
を
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
保
障
す
る
国
家
の
憲
法
上
の
義
務
が
存
在
す
る
（v

g
l.
B
V
erfG
E

4
6
,
2
1
4
(2
2
2
)

ほ
か
）。
こ
の
こ
と
を
、
単
な
る
立
法
機
関
が
、
刑
法
一
六
四
条
（
虚
偽
嫌
疑
）
に
お
け
る
故
意
の
要
件
に
よ
っ
て
、
お
よ

び
、
刑
訴
法
四
六
九
条
に
お
け
る
費
用
規
定
に
よ
っ
て
、
引
き
受
け
た
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
被
疑
者
に
、
故
意
の
虚
偽
嫌
疑
お

よ
び
軽
率
に
、
す
な
わ
ち
、
認
識
可
能
な
根
拠
な
く
実
行
さ
れ
る
通
報
か
ら
の
保
護
を
認
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
提
起
さ
れ
た
非
難
は
、
法

治
国
家
的
な
手
続
保
障
が
整
備
さ
れ
た
、
可
罰
的
行
為
の
嫌
疑
が
存
在
す
る
場
合
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
国
民
が
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
捜
査
手
続
に
お
い
て
、
再
検
討
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

２
．「
こ
の
よ
う
な
憲
法
的
な
文
脈
に
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
法
を
取
り
扱
う
場
合
に
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
（
前
掲
Ｂ
．
Ⅰ
．
１
．）
は
、
こ
の
よ
う
な
要
求
を
正
当
に
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
手
続
に
お
い

て
非
難
さ
れ
た
判
決
は
、
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
法
治
国
家
原
理
と
は
相
容
れ
な
い
、
受
け
入
れ
が
た
い
個
人
の
制
約
へ
と

至
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
国
家
的
な
権
力
独
占
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
―
―
原
手
続
の
よ
う
に
―
―
そ
の
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た

犯
罪
行
為
の
犠
牲
者
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
善
意
の
通
報
実
行
者
か
ら
私
的
制
裁
の
可
能
性
が
奪
わ
れ
、
他
方
で
、
そ
の
者
は
、
自
ら
の

通
報
に
つ
い
て
主
張
し
た
非
難
が
証
明
に
至
ら
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
民
事
法
上
の
損
害
賠
償
義
務
の
リ
ス
ク
を
負
わ
さ
れ
る
。
民
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事
の
損
害
賠
償
法
の
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
具
体
的
な
事
案
で
受
け
入
れ
が
た
い
結
果
が
避
け
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
原
手
続
が
明

確
に
示
し
た
よ
う
に
、
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
刑
事
法
上
の
捜
査
手
続
の
円
滑
な
遂
行
（u

n
b
eein
trä
ch
tig
te
D
u
rch
fü
h
ru
n
g

stra
frech

tlich
er
E
rm
ittlu
n
g
sv
erfa
h
ren

）
に
対
す
る
公
益
と
相
容
れ
な
い
。
自
ら
の
発
言
に
関
し
て
損
害
賠
償
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
、

民
事
訴
訟
で
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
―
―
原
手
続
に
お
け
る
よ
う
に
―
―
発
言
の
真
実
性
に
関
し
て
自
己
に
不
利
な
立
証
責
任
の
分
配
を
さ
れ

て
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
通
報
人
の
不
安
は
、
法
治
国
家
に
お
い
て
も
は
や
甘
受
し
得
な
い
、
良
く
機
能
す
る

刑
事
司
法
の
侵
害
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。」

（
２
）
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文
の
概
要

ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文
は
、
第
一
部
（
原
文
Ⅰ
）
に
お
い
て
、
前
掲
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年
二
月
二
五
日
決
定
の
事

案
の
概
要
と
決
定
要
旨
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
う
え
で
、
第
二
部
（
原
文
Ⅱ
）
に
お
い
て
、
民
事
不
法
行
為
法
に
お
け
る
本
決
定
の
位
置
づ

け
を
確
認
し
、
第
三
部
（
原
文
Ⅲ
）
に
お
い
て
、
関
連
す
る
刑
事
法
上
の
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
本
論
文
の
検
討
課
題
と
直
結

す
る
第
二
部
を
中
心
に
、
そ
の
要
点
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ
１
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
ま
ず
最
初
に
、
本
決
定
は
、
善
意
の
通
報
実
行
者
を
民
法
上
の
責
任
の
リ
ス
ク
か
ら

解
放
し
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
憲
法
上
の
論
拠
の
ゆ
え
に
、
注
目
を
受
け
る
に
値
す
る
と
評
価
す
る（160
）
　
。

次
に
、
判
例
お
よ
び
学
説
の
枠
組
み
を
要
約
す
る
。
す
な
わ
ち
、
十
分
な
犯
罪
の
嫌
疑
が
欠
け
て
い
る
捜
査
手
続
の
開
始
や
、
さ
ら
に

刑
事
被
告
人
の
無
罪
判
決
に
至
る
よ
う
な
、
事
実
に
合
致
し
た
根
拠
あ
る
通
報
は
、
民
法
八
二
三
条
二
項
の
意
味
で
の
一
般
的
な
人
格
的

権
利
（
名
誉
）
ま
た
は
民
法
八
二
三
条
一
項
に
よ
る
刑
事
法
上
の
保
護
法
規
の
侵
害
と
な
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
保
護
法
規
と
し
て
、
刑

法
一
六
四
条
（
虚
偽
嫌
疑
）、
一
八
六
条
（
悪
評
の
流
布
）、
一
八
七
条
（
中
傷
）
が
問
題
と
な
る
。
虚
偽
嫌
疑
お
よ
び
中
傷
の
構
成
要
件

は
、
通
報
実
行
者
が
善
意
で
行
動
し
た
事
案
で
は
、
損
害
賠
償
の
根
拠
と
し
て
除
外
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
刑
法
一
八
六
条
の
み
が
残
さ
れ
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る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
実
の
通
報
の
場
合
は
、
民
法
八
二
六
条
に
よ
る
良
俗
に
反
す
る
損
害
（sitten

w
id
rig
e
S
ch
ä
d
ig
u
n
g

）
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
も
考
慮
さ
れ
う
る
。
通
報
実
行
者
が
善
意
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
動
が
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
そ
も
そ
も
名
誉
毀
損
と
し

て
評
価
さ
れ
て
よ
い
の
か
、
ま
た
、
構
成
要
件
に
該
当
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
一
般
な
い
し
特
別
正
当
化
事
情
（
例
え
ば
刑
法

一
九
三
条
（
正
当
な
利
益
の
擁
護
））
に
よ
っ
て
少
し
も
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
の
か
は
、
疑
わ
し
い（161
）
　
。

そ
の
う
え
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
根
拠
の
な
い
告
訴
を
申
し
立
て
て
証
明
不
可
能
な
主
張
を
提
示
し
た
者
が
手
続
を
利
用
し

た
と
い
う
観
点
が
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
事
案
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（162
）
　
。

Ⅱ
２
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
前
述
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
ま
ず
、
①
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
一
年
一
〇
月
三
日
判

決（163
）
　
（
破
産
申
立
て
）
と
②
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
一
年
一
〇
月
二
四
日
判
決（164
）
　
（
民
事
訴
訟
の
提
起
）
を
紹
介
・
分
析
す
る（165
）
　
。
そ
の
分
析
に

よ
れ
ば
、
両
者
の
判
例
に
若
干
の
表
現
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、〈
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
（gesetzlich

g
eregeltes

V
erfah

ren

）

を
用
い
た
〉
こ
と
を
中
心
的
根
拠
に
し
て
、
違
法
性
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ

も
引
用
す
る
よ
う
に
、
判
例
②
は
、
通
報
に
つ
い
て
も
詳
細
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
報
の
実
行
に
よ
り
第
三
者
が
名
誉
侵
害

を
受
け
う
る
こ
と
を
拒
み
得
な
い
の
は
、
通
報
実
行
者
が
「
通
報
の
実
行
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
国
民
が
資
格
を
も
つ
権
利
を
行
使
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
通
報
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
の
維
持
に
奉
仕
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
可
罰
的
行
為

を
暴
く
こ
と
に
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
目
的
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
自
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
事
案
の
解
明
に
つ
い
て

必
要
と
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
申
し
立
て
る
権
利
を
、
通
報
人
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
通
報
人
は
、
第

三
者
の
名
誉
を
危
険
に
さ
ら
す
主
張
を
行
う
前
に
躊
躇
す
る
必
要
も
な
い（166
）
　
」。

Ⅱ
３
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
判
例
①
・
②
に
対
す
る
批
判
的
反
応
の
う
ち
、
学
説
と
し
て
、
特
に
、
バ
ウ
ア
ー
（F

ritz

B
a
u
r

）（
訴
訟
外
の
影
響
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る（167
）
　
）、
ヴ
ァ
イ
ト
ナ
ウ
ア
ー
（H

erm
an
n
W
eitn
au
er

）（
ド
イ
ツ
刑
法
一
六
四
条
お
よ
び
一
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九
三
条
と
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る（168
）
　
）、
ホ
プ
ト
（K

la
u
s
H
o
p
t

）（
通
報
実
行
者
と
被
疑
者
の
利
益
状
況
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る（169
）
　
）

の
所
説
を
紹
介
す
る（170
）
　
。
ま
た
、
判
例
と
し
て
、
③
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
七
九
年
三
月
一
三
日
判
決（171
）
　
（
強
制
執
行
）、
④
連
邦
通
常
裁
判
所

一
九
八
五
年
二
月
一
二
日
判
決（172
）
　
（
ラ
ジ
オ
報
道
）、
⑤
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
五
年
五
月
二
三
日
判
決（173
）
　
（
強
制
執
行
へ
の
不
服
申
立
て
）、

⑥
エ
ッ
セ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
八
三
年
六
月
一
〇
日
判
決（174
）
　
（
検
察
官
に
よ
る
医
師
に
関
す
る
通
報
）、
⑦
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
六
年

六
月
一
〇
日
判
決（175
）
　
（
同
時
並
行
し
て
係
属
中
の
刑
事
裁
判
で
の
証
言
）
を
紹
介
・
分
析
す
る（176
）
　
。
そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
判
例
③
の
特
徴
は
、

「
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
行
動
が
、
そ
の
手
続
法
上
に
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（L

eg
a
litä
t

）
を
考
慮
す
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
法
に
適
合
し

て
い
る
（R

ech
tm
ä
ß
ig
k
eit

）
と
の
推
測
を
享
受
す
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
判
例
④
の
特
徴
は
、
刑
法
一
八
六
条
と
結
び
つ
け
て
の
民

法
八
二
三
条
二
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
訴
訟
の
場
合
に
は
証
明
責
任
と
い
う
問
題
が
重
要
に
な
る
と
し
た
点
、
お
よ
び
、
行
為
の
正
当
化

に
あ
た
っ
て
法
益
衡
量
と
利
益
衡
量
の
観
点
を
引
き
合
い
に
出
し
た
点
で
あ
る
。
判
例
⑤
の
特
徴
は
、
単
な
る
軽
過
失
に
よ
る
法
律
状
況

（R
ech
tsla
g
e

）
の
誤
認
の
場
合
に
は
、
侵
害
の
違
法
性
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
判
例
⑥
の
特
徴
は
、
刑
法

一
八
六
条
に
い
う
「
事
実
主
張
（T
a
tsa
ch
en
b
eh
a
u
p
tu
n
g

）」
と
は
異
な
る
単
な
る
「
意
見
表
明
（M

ein
u
n
gsä
u
ß
eru
n
g

）」
と
い
う
意
義

を
通
報
に
認
め
た
点
、
お
よ
び
、「
弁
護
士
に
よ
る
通
報
の
実
行
は
、
違
法
な
行
為
で
は
な
く
、
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
法
治
国
家

的
保
障
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
手
続
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
手
続
の
開
始
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
る
。
こ
れ
と
異
な
っ
た
結
論
に
な
り
う

る
の
は
、
そ
れ
が
悪
ふ
ざ
け
（m

u
tw
illig

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
前
掲
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九

八
七
年
二
月
二
五
日
決
定
と
同
様
の
観
点
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
判
例
⑦
の
特
徴
は
、
供
述
等
の
正
当
性
は
、
そ
れ
が

行
わ
れ
た
本
来
の
手
続
の
進
行
が
耐
え
難
い
方
法
で
制
限
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
本
来
の
手
続
の
中
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
た
だ
し
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
）
と
し
て
い
る
点
で
あ
る（177
）
　
。

Ⅱ
４
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
以
上
の
判
例
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
通
報
が
善
意
で
実
行
さ
れ
た
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事
案
の
場
合
、
刑
法
一
八
六
条
と
結
び
つ
け
た
民
法
八
二
三
条
一
項
な
い
し
二
項
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
被
疑
者
が
実
際
に
犯
罪
行

為
に
着
手
し
て
い
た
と
い
う
想
定
が
過
失
に
基
づ
く
場
合
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
排
除
さ
れ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
賠
償
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、「
例
え
ば
非
難
の
根
拠
が
な
い
こ
と
が
何
の
問
題
も
な
く
明
白
で
あ
る
な
ど
の
た
め
に
、
通
報
が
悪
ふ
ざ
け
で
（m

u
tw
illig

）
ま
た

は
軽
率
に
（leich

tfertig

）
に
実
行
さ
れ
た
場
合
、
し
た
が
っ
て
、
通
報
が
「
出
ま
か
せ
（in

s
B
lau
e
h
in
ein

）」
で
行
わ
れ
た
場
合
の
み

で
あ
る
」
と
す
る（178
）
　
。

Ⅱ
５
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
理
論
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
紹
介
・
分
析
を
行
う（179
）
　
。

ま
ず
、
Ｅ
・
ヘ
レ
（E

rn
st
H
elle （

180
）
　
）
は
、〈
法
で
定
め
ら
れ
た
手
続
〉
定
式
は
原
則
と
し
て
真
実
性
の
問
題
の
検
討
を
許
さ
な
い
と
し
、
ま

た
、
Ｊ
・
ヘ
レ
（J

ü
rg
en
H
elle （

181
）
　
）
も
こ
の
場
合
に
民
事
法
上
の
名
誉
保
護
を
認
め
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
少
数
説
で
あ
る
。
通
説
的
見
解
は
、

〈
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
〉
定
式
は
名
誉
侵
害
を
伴
う
事
実
主
張
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
学
説
の
内
容
は
一
様

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ホ
プ
ト（182
）
　
は
、
犯
罪
行
為
が
重
大
で
、
そ
れ
に
伴
っ
て
解
明
に
関
す
る
公
益
が
重
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
通
報
実
行

者
に
課
さ
れ
る
照
会
義
務
（E
rk
u
n
d
ig
u
n
g
sp
fl
ich
t

）
は
軽
く
な
り
、
ま
た
、
嫌
疑
が
強
い
場
合
や
、
緊
急
で
あ
る
場
合
に
も
義
務
は
軽
く

な
る
が
、
常
に
犯
罪
行
為
の
根
拠
（A

n
h
altsp

u
n
k
t

）
が
前
提
条
件
に
な
る
と
す
る
。
ヴ
ァ
イ
ト
ナ
ウ
ア
ー（183
）
　
は
、
ホ
プ
ト
の
よ
う
な
考
え

方
に
異
論
を
唱
え
、
不
法
行
為
の
構
造
に
応
じ
て
、
名
誉
侵
害
が
存
在
し
、
か
つ
、
法
益
衡
量
お
よ
び
利
益
衡
量
の
視
点
か
ら
違
法
な
も

の
と
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
が
個
別
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
ケ
ッ
ツ
（H

ein
K
ö
tz （

184
）
　
）
は
、
問
題
と

な
る
手
続
の
方
法
と
関
係
す
る
公
益
お
よ
び
私
益
の
重
要
性
に
従
っ
た
行
動
義
務
に
違
反
す
れ
ば
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
に
よ
っ
た

と
し
て
も
、
違
法
と
な
り
得
る
と
す
る
。
メ
ル
テ
ン
ス
（H

a
n
s-J
o
a
ch
im
M
erten

s （
185
）
　
）
は
、「
権
限
な
き
主
張
の
リ
ス
ク
を
被
害
者
自
身
に

課
す
よ
う
な
国
家
的
な
出
訴
の
保
障
（R

ech
tssch

u
tzgaran

tie

）
お
よ
び
秩
序
の
利
益
（O

rd
n
u
n
gsin
teresse

）
を
ど
の
く
ら
い
要
求
す

る
か
、
そ
れ
に
対
し
て
、
根
拠
が
な
く
は
な
く
手
続
に
巻
き
込
ま
れ
る
そ
の
利
益
を
ど
の
程
度
承
認
さ
れ
う
る
か
」
が
重
要
で
あ
る
と
し
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た
う
え
で
、「
こ
の
場
合
に
行
わ
れ
る
べ
き
法
益
衡
量
お
よ
び
利
益
衡
量
は
、
そ
の
都
度
、
手
続
の
方
式
や
意
義
、
不
当
に
主
張
さ
れ
た
者

に
対
す
る
結
果
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
…
…
原
則
と
し
て
、
国
家
司
法
の
自
由
な
利
用
可
能

性
（freie

Z
u
g
än
glich

k
eit
d
er
staatlich

en
R
ech
tsp
fl
ege

）
に
対
す
る
重
大
な
公
益
が
、
法
律
状
況
（R

ech
tsla
g
e

）
の
過
失
に
よ
る

間
違
っ
た
評
価
の
結
果
に
対
す
る
責
任
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、
通
報
の
実
行
の
場

合
に
は
、
通
報
人
が
、
刑
法
一
六
四
条
の
限
界
を
条
件
と
し
て
、
名
誉
侵
害
的
主
張
を
思
い
と
ど
ま
る
必
要
が
な
い
と
い
う
程
度
に
価
値

が
卓
越
し
て
い
る
こ
と
が
、
法
秩
序
の
防
衛
と
い
う
観
点
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
な
お
、
医
師
に
関
す
る
通
報
に
つ
い
て
、
ド

イ
チ
ュ
（E

rw
in
D
eu
tsch （

186
）
　
）
は
、
調
査
義
務
（N

ach
forsch

u
n
gsp
fl
ich
t

）
を
出
発
点
と
し
、
患
者
と
そ
の
弁
護
士
は
、
カ
ル
テ
を
閲
覧

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
調
停
申
立
て
の
場
合
に
は
専
門
家
鑑
定
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
他
方
で
、
Ｄ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
＝

Ｈ
・
Ｊ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
（D

o
ro
th
ee
S
tu
h
r
u
n
d
H
an
s-J
ü
rg
en
S
tu
h
r （

187
）
　
）
は
、
調
査
義
務
（N

ach
forsch

u
n
gsp
fl
ich
t

）
お
よ
び
解
明
義

務
（A

u
fk
lä
ru
n
g
sp
fl
ich
t

）
を
否
定
し
、
患
者
の
視
点
か
ら
事
実
に
適
合
し
な
い
で
実
行
さ
れ
た
十
分
で
客
観
的
な
根
拠
が
存
在
す
る
場

合
、
あ
る
い
は
同
意
を
含
ま
な
い
医
師
の
措
置
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
通
報
を
許
容
さ
れ
る
も
の
と
す
る（188
）
　
。

Ⅲ
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
関
連
す
る
刑
事
法
上
の
問
題
を
検
討
す
る（189
）
　
。
本
論
文
と
の
関
係
で
特
に
重
要
と
思
わ
れ

る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

Ⅲ
２
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
通
報
が
調
査
義
務
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
実
行
さ
れ
る
場
合
に
、
嫌
疑
を
解
明
す

る
こ
と
は
そ
の
当
局
の
義
務
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
通
報
者
に
固
有
の
情
報
収
集
義
務
（In

fo
rm
a
tio
n
sp
fl
ich
t

）
お
よ
び
調
査
義
務

（P
rü
fu
n
gsp
fl
ict

）
が
通
常
は
否
定
さ
れ
る
と
し
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
例
が
あ
り（190
）
　
、
そ
の
後
も
そ
の
よ
う
な
原
則
が
判
例
・
学
説
に
お
い
て

維
持
さ
れ
、
故
意
ま
た
は
軽
率
な
虚
偽
通
報
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る（191
）
　
。
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年

二
月
二
五
日
決
定
も
故
意
ま
た
は
軽
率
な
虚
偽
通
報
を
問
題
と
し
て
い
る
旨
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
判
断
に
至
っ
た
理
由
に
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つ
い
て
、
同
決
定
文
の
い
う
「
法
的
平
和
の
維
持
お
よ
び
犯
罪
行
為
の
解
明
に
対
す
る
公
衆
の
利
益
」
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る（192
）
　
。

Ⅲ
３
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
問
題
の
所
在
が
、
何
が
「
軽
率
な
」
通
報
に
あ
た
る
か
、
す
な
わ
ち
、
通
報
実
行
者

が
一
定
の
情
報
収
集
義
務
と
調
査
義
務
を
果
た
し
た
か
否
か
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（193
）
　
。
そ
し
て
、
過
失
概
念
に
関
す
る
刑
法
解
釈
学
上

の
主
要
な
見
解
を
紹
介
・
分
析
し
た
う
え
で
、「
通
報
は
『
で
ま
か
せ
（in

s
B
lau
e
h
in
ein

）』
で
実
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、

少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
嫌
疑
を
正
当
化
す
る
一
定
の
拠
り
所
（gew

isse
A
n
h
altsp

u
k
te

）
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結

論
づ
け
る（194
）
　
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
の
関
係
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年
二
月
二
五
日
決
定
が
「
認
識
可
能
な
根
拠
（erk

en
n
en
b
a
rer

G
ru
n
d

）」
と
い
う
文
言
を
用
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
そ
れ
に
応
じ
て
、
通
報
人
は
、
非
難
、
し
か
も
そ
の
正
当
性
に
関
し
て
場

合
に
よ
っ
て
疑
念
が
生
じ
う
る
非
難
を
基
礎
づ
け
（
う
）
る
よ
う
な
、
自
ら
の
認
識
し
て
い
る
事
情
を
、
調
査
当
局
に
伝
達
す
べ
き
こ
と

が
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
る（195
）
　
。
そ
し
て
、「
通
報
人
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
本
心
を
明
か
に
す
れ
ば
、
そ
の
通
報
が
結
局

は
事
実
に
関
し
て
正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
事
実
関
係
が
（
十
分
に
）
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
そ
の
通
報
人
が
足
下
を
す
く
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
―
―
刑
事
法
上
も
民
事
法
上
も
―
―
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
」
と
す
る（196
）
　
。

Ⅲ
４
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
は
、
通
報
人
が
「
直
接
に
警
察
ま
た
は
検
察
に
相
談
し
た
場
合
に
、
通
報
実
行
者
に
情
報

収
集
義
務
お
よ
び
調
査
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
期
待
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
事
実
上
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
も
な
い
」
と
し
、「
ま
さ

に
、
犯
罪
行
為
の
訴
追
お
よ
び
解
明
は
国
家
組
織
の
任
務
で
あ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
通
報
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
か
（
あ
る
い
は
可
能
か
）
否

か
の
問
題
の
解
明
に
至
る
べ
き
い
わ
ば
『
下
捜
査
（V

o
rm
ittlu
n
g

）』
は
、
個
々
人
の
問
題
で
は
あ
り
得
」
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
国

家
司
法
へ
の
利
用
可
能
性
が
…
…
阻
害
さ
れ
る
」
と
す
る（197
）
　
。
ま
た
、
刑
事
手
続
の
端
緒
の
大
部
分
が
通
報
で
あ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出

し
て
刑
事
司
法
の
機
能
発
揮
と
い
う
市
民
と
国
家
の
利
益
を
指
摘
し
つ
つ
、
正
当
な
理
由
の
な
い
通
報
に
よ
っ
て
そ
の
被
害
者
に
生
じ
う

る
負
担
お
よ
び
否
定
的
効
果
は
、「
訴
訟
法
そ
の
も
の
が
被
疑
者
の
権
利
・
利
益
の
確
保
に
十
分
な
保
障
を
準
備
し
て
い
る
限
り
で
、
法
治
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国
家
と
し
て
甘
受
で
き
る
」
と
し
、
こ
れ
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年
二
月
二
五
日
決
定
も
明
言
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る（198
）
　
。
そ
し

て
最
後
に
、
手
続
の
質
と
そ
の
都
度
実
施
さ
れ
る
捜
査
こ
そ
が
、
被
疑
者
が
負
担
す
る
限
界
を
決
定
づ
け
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
に

す
れ
ば
、
主
観
的
に
誠
実
な
通
報
実
行
者
に
賠
償
義
務
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
偽
の
打
開
策
（a

p
o
k
ry
p
h
e
A
u
sw
eg
e

）
は
そ
も
そ
も
出
て

こ
な
い
と
す
る（199
）
　
。

（
四
）
若
干
の
補
足
―
―
近
時
の
ド
イ
ツ
民
事
法
学
説
を
参
考
に
し
て

ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
既
に
二
〇
年
以
上
経
過
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
の
状
況
に
関
し
て
可
能
な
範
囲

で
補
足
を
す
る
。
前
述
（
二
）「
民
事
不
法
行
為
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
の
概
要
」
で
は
主
に
刑
事
法
学
に
お
け
る
通
説
的
見
解
を
確
認
し
た

の
で
、
こ
こ
で
は
、
主
に
民
事
法
学
に
お
け
る
主
要
な
見
解
を
確
認
す
る
。

ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（H

ein
K
ö
tz
u
n
d
G
erh
a
rd
W
a
g
n
er

）
は
、
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
に
関
す
る
代
表
的
教
科
書
に
お
い
て
、

「
不
当
な
手
続
開
始
（u

n
b
erech

tig
e
V
erfa
h
ren
sein
leitu
n
g

）」、
す
な
わ
ち
他
人
に
対
す
る
国
家
の
手
続
を
開
始
す
る
も
の
の
具
体
例
と

し
て
、
通
報
・
申
告
（S

tra
fa
n
zeig
e

）
の
実
行
を
挙
げ
る（200
）
　
。
同
教
科
書
に
は
通
報
・
申
告
に
関
す
る
具
体
的
事
例
へ
の
言
及
は
な
い
が
、

次
の
よ
う
な
関
連
判
例
が
紹
介
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
判
決（201
）
　
は
、
破
産
管
財
人
が
敗
訴
時
に

負
担
す
る
弁
護
士
費
用
の
支
払
請
求
に
応
じ
る
の
が
破
産
財
団
の
総
額
で
は
十
分
で
は
な
い
と
認
識
し
つ
つ
口
座
残
高
の
支
払
を
請
求
し

続
け
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、「『
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
司
法
手
続
を
と
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
良
俗
に
反
し
、
加
害
の
（
未
必

の
）
故
意
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
責
任
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い（202
）
　
』。
訴
訟
は
判
決
を
求
め
る
行
為
の
正
当
性
を
審
査

す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
相
手
方
は
手
続
の
開
始
に
必
然
的
に
と
も
な
う
不
利
益
は
忍
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。『
国
家

の
司
法
手
続
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
と
い
う
要
請
は
、
訴
え
を
起
こ
そ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
明
白
で
誤
り
で
な
い
か
を
確
認
す
る
以
上
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の
調
査
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い（203
）
　
』。
同
じ
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
…
…
〔
も
述
べ
て
い
る
〕
（
204
）
　
」。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
ケ
ッ
ツ
＝

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、「
法
的
保
護
を
求
め
る
こ
と
に
失
敗
し
た
者
の
責
任
の
根
拠
は
、
八
二
六
条
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
結
論
づ
け

る（205
）
　
。
さ
ら
に
、
判
例
上
、「
錯
誤
す
る
権
利
（R

ech
t
a
u
f
Irrtu

m

）」
が
裁
判
上
の
請
求
権
の
行
使
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

裁
判
外
で
の
行
使
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い（206
）
　
（
た
だ
し
、
近
時
の
判
例
で
、
民
法
二
八
〇
条
に
関
し
て
、
客
観
的
義
務
違
反
は
あ
る
が
、

「
も
っ
と
も
な
チ
ェ
ッ
ク
（P

la
u
sib
ilitä
tsk
o
n
tro
lle

）」
を
し
て
い
た
こ
と
で
帰
責
事
由
が
な
く
な
る
と
し
て
、
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し

た
も
の
が
あ
る（207
）
　
）
こ
と
に
言
及
し
つ
つ（208
）
　
、
仮
に
不
当
な
請
求
権
の
裁
判
外
で
の
行
使
が
同
じ
請
求
権
の
裁
判
上
の
行
使
よ
り
も
厳
し
く
責

任
を
問
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
相
手
方
と
あ
ら
か
じ
め
接
触
を
と
ら
ず
に
訴
え
を
提
起
し
た
者
の
方
が
、
ま
ず
は
穏
便
に
和
解
を
試
み

て
請
求
を
裁
判
外
で
主
張
し
た
者
よ
り
そ
の
立
場
が
良
く
な
っ
て
し
ま
う
。
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
前
に
裁
判
外
で
の
交
渉
段
階
を
設

け
た
当
事
者
を
責
任
法
上
こ
の
よ
う
に
差
別
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
促
す
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
よ
う
と
す
る
民

事
訴
訟
法
九
三
条
の
価
値
判
断
と
ま
と
も
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
別
と
し
て
さ
ら
に
上
の
段
階
、
つ
ま
り
裁
判
所
へ
の
訴
え

の
提
起
に
至
る
こ
と
は
、
責
任
発
生
の
基
準
を
引
き
下
げ
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
最
終
的
に
、「
後
に
不
当
で
あ
る
と
分
か
っ
た

権
利
行
使
の
す
べ
て
の
事
例
に
同
じ
基
準
を
立
て
る
」
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、「
錯
誤
の
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
さ
し

あ
た
り
入
手
可
能
な
情
報
に
照
ら
し
て
、
当
事
者
が
自
分
の
立
場
を
検
討
す
る
の
を
義
務
付
け
る
」
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る（209
）
　
。
そ
し

て
、「
緩
や
か
な
過
失
責
任
と
い
う
こ
の
ル
ー
ル
―
―
軽
率
さ
〔L

eich
tfertig

k
eit

〕
の
あ
る
場
合
の
み
の
責
任
と
い
っ
て
も
よ
い
―
―
は
、

裁
判
上
と
裁
判
外
の
請
求
権
の
行
使
に
区
別
な
く
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
不
当
な
保
護
権
行
使
の
事
例
も
取
り
込
ま

れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る（210
）
　
。
な
お
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
同
教
科
書
の
別
の
箇
所
で
、
名
誉
侵
害
に
関
し
て
最
も
基
本
的
な
区

別
と
し
て
、「
事
実
の
主
張
（ta

tsa
ch
en
b
eh
a
u
p
tu
n
g

）」
と
「
価
値
判
断
（W

ertu
rteil

）」
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る（211
）
　
。

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
代
表
的
な
ド
イ
ツ
民
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
不
法
行
為
法
に
関
す
る
部
分
の
著
者
で
も
あ
る（212
）
　
。
そ
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の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
指
摘
も
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
確
認
し
て
お
く
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
ま
ず
、
現
在
の

判
例
の
状
況
に
関
し
て
、
民
事
原
告
・
告
訴
人
・
通
報
実
行
者
に
「
特
権
（P

riv
ileg
ieru
n
g

）」
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
誠

実
に
行
動
を
し
た
者
、
つ
ま
り
、
自
ら
の
事
件
に
関
し
て
主
観
的
に
確
信
を
も
っ
た
当
事
者
は
「
錯
誤
す
る
権
利
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
事
実
状
況
お
よ
び
法
律
状
況
の
過
失
に
よ
る
誤
認
は
不
法
行
為
責
任
を
基
礎
づ
け
な
い
と
い
う
。
た
だ
し
、
故
意
の
場
合
の
ほ
か
、

軽
率
に
行
動
を
す
る
者
に
は
こ
の
特
権
が
認
め
ら
れ
ず
、
明
白
な
指
示
に
よ
る
注
意
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
法
律
状
況
な
い
し
事

実
状
況
の
特
に
重
大
な
程
度
の
誤
認
」
な
ど
が
こ
の
場
合
に
あ
た
る
。
他
方
で
、
訴
訟
当
事
者
は
事
実
状
況
お
よ
び
法
律
状
況
に
つ
い
て

訴
え
の
提
起
前
に
は
い
か
な
る
解
明
お
よ
び
調
査
に
つ
い
て
の
注
意
義
務
も
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う（213
）
　
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

不
当
な
事
実
主
張
（V

o
rtra
g
v
o
n
T
a
tsa
ch
en

）
お
よ
び
名
誉
侵
害
に
つ
い
て
、
そ
の
発
言
が
法
治
国
家
的
手
続
の
枠
組
み
の
中
で
行
わ

れ
る
限
り
で
、
不
法
行
為
法
上
の
責
任
は
認
め
ら
れ
得
な
い
と
す
る（214
）
　
。
さ
ら
に
、
国
家
の
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

「
正
当
化
事
由
（R

ech
tfertig

u
n
g
sg
ru
n
d
）」
な
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
注
意
違
反
（so

rg
fa
ltsw
id
rig

）
で
は
な
い
と
す
る（215
）
　
。
そ
し
て
、

「
通
常
の
場
合
、
相
手
方
は
、
刑
事
訴
訟
お
よ
び
民
事
訴
訟
と
結
び
つ
い
た
不
利
益
に
対
し
て
、
既
に
当
該
手
続
規
則
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
て
い
る
。
…
…
事
実
関
係
の
解
明
は
裁
判
手
続
の
本
質
的
な
内
容
で
あ
り
、
…
…
そ
の
費
用
が
…
…
〔
敗
訴
者
等
〕
に
よ
っ
て

引
き
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
民
事
原
告
・
告
訴
人
・
通
報
実
行
者
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
が
そ
も
そ
も
法
廷
に

持
ち
出
さ
れ
る
あ
る
い
は
通
報
が
実
行
さ
れ
る
前
に
、
事
実
関
係
を
自
己
の
費
用
で
解
明
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
得
な
い
、
と
い
う
結

果
に
自
ず
か
ら
な
る
。
む
し
ろ
、
民
事
原
告
、
告
訴
人
、
あ
る
い
は
通
報
実
行
者
は
、
誠
実
に
か
つ
軽
率
に
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
自
己

の
自
由
に
な
る
情
報
に
基
づ
い
て
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
正
当
性
に
確
信
を
も
っ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
確
信
が
明
白
な
事
情
の
誤
解

や
容
易
な
解
明
可
能
性
の
無
視
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
に
、
行
動
し
て
い
る
な
ら
ば
、
通
例
、
そ
れ
で
そ
の
注
意
義
務
は
果
た
さ
れ
て
い
る
」

と
結
論
づ
け
る（216
）
　
。
さ
ら
に
、
錯
誤
特
権
の
物
的
・
人
的
な
射
程
に
関
し
て
、
錯
誤
特
権
は
「
訴
訟
の
相
手
方
の
保
護
が
訴
訟
規
則
そ
れ
自
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体
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
条
件
で
あ
る
と
す
る（217
）
　
。
そ
し
て
、「
…
…
告
訴
申
立
て
…
…
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
損
害
が
大
き

く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
…
…
〔
告
訴
人
〕
が
よ
り
綿
密
な
調
査
と
熟
慮
を
行
う
こ
と
な
く
、
自
ら
の
善
意
を
信
頼
し
て
も
構
わ
な
い
、
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
」
と
結
ん
で
い
る（218
）
　
。

こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
状
況
を
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
客
観
的
な
紹
介
・
分
析
に
と
ど
め
、
こ
れ
ら
に
基

づ
く
日
本
法
へ
の
示
唆
に
関
し
て
は
、
本
論
文
最
後
の
「
む
す
び
に
か
え
て
」
に
お
い
て
、
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

六
　
総
合
的
検
討

本
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
に
対
す
る
民
事
不
法
行
為
責
任
の
成
否
に
関
し
て
、
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
検
討
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
告
訴
権
の
本
質
と

限
界
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
問
題
を
中
心
に
告
訴
人
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
行
い
、
あ
わ
せ

て
、
実
務
上
大
き
な
意
義
を
持
つ
で
あ
ろ
う
不
法
行
為
責
任
の
成
否
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
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１
　
告
訴
の
前
提
事
実
に
つ
い
て
の
調
査
・
確
認
の
必
要
性

（
一
）
告
訴
の
法
的
性
質

（
１
）
訴
訟
行
為
た
る
主
張
、
公
訴
提
起
の
違
法
性
の
判
断
基
準
と
の
比
較

①
　
訴
訟
行
為
た
る
主
張

告
訴
は
、「
犯
罪
の
被
害
者
そ
の
他
一
定
の
者
が
、
捜
査
機
関
に
対
し
て
、
犯
罪
事
実
を
申
告
し
、
そ
の
訴
追
な
い
し
処
罰
を
求
め
る
意

思
表
示
」
で
あ
る
。

告
訴
の
法
的
性
質
は
、「
訴
訟
行
為
た
る
主
張
」
で
あ
る
と
さ
れ
る（219
）
　
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
か
ら
、「
証
拠
資
料
の
提
供
の
有
無
は
告
訴
の

効
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い（220
）
　
」
と
さ
れ
る
。

こ
れ
と
似
た
議
論
が
、
検
察
官
に
よ
る
公
訴
提
起
に
関
し
て
も
存
在
す
る
。
検
察
官
は
有
罪
を
得
ら
れ
る
見
込
み
（
嫌
疑
）
が
な
け
れ

ば
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
公
訴
権
濫
用
論
に
お
け
る
「
嫌
疑
な
き
起
訴
」
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
事
実
的

な
嫌
疑
の
欠
如
（
証
拠
不
十
分
）
の
場
合
と
法
律
的
な
嫌
疑
の
欠
如
（
罪
と
な
ら
ず
）
の
場
合
と
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
の

場
合
も
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
起
訴
は
有
効
と
さ
れ
て
い
る（221
）
　
。

以
上
の
よ
う
に
、
刑
事
訴
訟
法
上
は
、
告
訴
の
よ
う
な
訴
訟
行
為
た
る
主
張
は
、
証
拠
資
料
等
と
切
り
離
さ
れ
、
告
訴
そ
れ
自
体
の
有

効
性
が
問
わ
れ
る
。
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②
　
公
訴
提
起
を
め
ぐ
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
の
判
断
基
準

―
―
行
為
時
判
断
、
告
訴
人
お
よ
び
告
訴
代
理
人
と
し
て
通
常
要
求
さ
れ
る
調
査
・
確
認

前
述
の
よ
う
に
、
告
訴
と
公
訴
提
起
は
、
訴
訟
行
為
た
る
主
張
と
い
う
点
で
、
似
た
側
面
を
も
つ
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
告
訴
の
民
事
法

上
の
違
法
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
公
訴
提
起
の
民
事
法
上
の
違
法
性
の
判
断
基
準
が
大
き
く
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
公
訴

提
起
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
芦
別
国
家
賠
償
請
求
事
件
」
に
関
す
る
最
判
昭
五
三
・
一
〇
・
二
〇
（
民
集
三
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁（222
）
　
）
は
、
次
の

よ
う
に
判
示
す
る
。

「
刑
事
事
件
に
お
い
て
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
と
い
う
だ
け
で
直
ち
に
起
訴
前
の
逮
捕
・
勾
留
、
公
訴
の
提
起
・
追
行
、
起
訴
後
の
勾
留
が
違
法
と
な

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、
逮
捕
・
勾
留
は
そ
の
時
点
に
お
い
て
犯
罪
の
嫌
疑
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る

か
ぎ
り
は
適
法
で
あ
り
、
公
訴
の
提
起
は
、
検
察
官
が
裁
判
所
に
対
し
て
犯
罪
の
成
否
、
刑
罰
権
の
存
否
に
つ
き
審
判
を
求
め
る
意
思
表
示
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
起
訴
時
あ
る
い
は
公
訴
追
行
時
に
お
け
る
検
察
官
の
心
証
は
、
そ
の
性
質
上
、
判
決
時
に
お
け
る
裁
判
官
の
心
証
と
異
な
り
、
起

訴
時
あ
る
い
は
公
訴
追
行
時
に
お
け
る
各
種
の
証
拠
資
料
を
総
合
勘
案
し
て
合
理
的
な
判
断
過
程
に
よ
り
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
が
あ
れ
ば
足
り
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
沖
縄
ゼ
ネ
ス
ト
警
官
殺
害
事
件
国
家
賠
償
請
求
事
件
」
に
関
す
る
最
判
平
一
・
六
・
二
九
（
民
集
四
三
巻
六
号

六
六
四
頁（223
）
　
）
は
、
前
述
の
芦
別
国
家
賠
償
請
求
事
件
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
刑
事
事
件
に
お
い
て
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
と
い
う
だ
け
で
直
ち
に
公
訴
の
提
起
が
違
法
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
公
訴
提
起
時
の
検
察
官
の
心

証
は
、
そ
の
性
質
上
、
判
決
時
に
お
け
る
裁
判
官
の
心
証
と
異
な
り
、
右
提
起
時
に
お
け
る
各
種
の
証
拠
資
料
を
総
合
勘
案
し
て
合
理
的
な
判
断
過
程
に

よ
り
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
が
あ
れ
ば
足
り
る
も
の
と
解
す
る
の
が
当
裁
判
所
の
判
例
（
最
高
裁
昭
和
四
九
年
（
オ
）
第
四
一
九
号
同
五
三
年
一
〇
月

二
〇
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
三
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、
公
訴
の
提
起
時
に
お
い
て
、
検
察
官
が
現
に
収
集
し
た
証
拠
資
料
及
び

通
常
要
求
さ
れ
る
捜
査
を
遂
行
す
れ
ば
収
集
し
得
た
証
拠
資
料
を
総
合
勘
案
し
て
合
理
的
な
判
断
過
程
に
よ
り
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
が
あ
れ
ば
、
右

公
訴
の
提
起
は
違
法
性
を
欠
く
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
公
訴
の
提
起
後
そ
の
追
行
時
に
公
判
廷
に
初
め
て
現
れ
た
証
拠
資
料
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で
あ
つ
て
、
通
常
の
捜
査
を
遂
行
し
て
も
公
訴
の
提
起
前
に
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
証
拠
資
料
を
も
つ
て
公
訴
提
起
の
違
法
性

の
有
無
を
判
断
す
る
資
料
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
重
要
な
点
は
、
①
違
法
性
判
断
の
基
準
時
が
「
公
訴
の
提
起
時
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
為
時
判
断
で

あ
る
こ
と
（
職
務
行
為
基
準
説
）、
そ
し
て
、
②
違
法
性
判
断
の
前
提
事
情
（
判
断
基
底
）
が
「
現
に
収
集
し
た
証
拠
資
料
」
と
「
通
常
要

求
さ
れ
る
捜
査
を
遂
行
す
れ
ば
収
集
し
得
た
証
拠
資
料
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
告
訴
の
場
合
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
①
違
法
性
判
断
の
基
準
時
は
、
告
訴
を
行
っ
た
時
点
と
な
り
、
②
違
法
性
判
断
の
前
提
事
情

（
判
断
基
底
）
は
、
告
訴
人
お
よ
び
告
訴
代
理
人
が
現
に
収
集
し
た
証
拠
資
料
と
通
常
要
求
さ
れ
る
調
査
・
確
認
を
遂
行
す
れ
ば
収
集
し
得

た
証
拠
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
告
訴
の
前
提
事
実
に
つ
い
て
の
調
査
・
確
認
の
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
告
訴
人
お
よ
び
告
訴
代
理
人
が
、
告
訴
を
行
っ
た
時
点
に
お
い
て
、「
通
常
要
求
さ
れ
る
」
調
査
・
確
認
を
行
っ
て
い
た
か
が
、
問
題

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
②
違
法
性
判
断
の
前
提
事
情
（
判
断
基
底
）
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
「
誰
」
を
基
準
と
し
て
通
常
要
求
さ

れ
る
か
で
あ
る
。
告
訴
の
場
合
に
は
、
単
な
る
一
般
市
民
で
は
な
く
、「
犯
罪
被
害
者
と
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ
た
一
般
市
民
」
で
あ
る
。

ま
た
、
告
訴
が
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
（
刑
訴
法
二
四
〇
条
）
に
は
、
告
訴
人
お
よ
び
代
理
人
で
あ
り
、
代
理
人
に
つ
い
て
は
、

告
訴
の
代
理
の
性
質
や
制
度
の
趣
旨
・
目
的
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
代
理
人
が
弁
護
士
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
七
「
告
訴
任
意
代
理
人
弁
護
士
の
不
法
行
為
責
任
」
で

詳
し
く
述
べ
る
。

（
２
）
事
実
と
法
的
評
価

告
訴
権
者
が
申
告
す
る
の
は
、「
犯
罪
事
実
」
で
あ
る
。
こ
の
犯
罪
事
実
は
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、「
事
実
」
と
「
法
的
評
価
」
に
分
け
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る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
そ
の
両
者
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。「
事
実
」
と
い
っ
て
も
「
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
べ
き
事
実
」
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
告
訴
権
者
は
、
告
訴
を
す
る
場
面
に
お
い
て
、
自
己
が
経
験
し
た
事
実
や
伝
聞
し
た

事
実
な
ど
を
前
提
に
し
て
、
犯
罪
構
成
要
件
は
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
判
別
・
抽
出
し
、
申
告

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
告
訴
権
者
が
一
般
市
民
で
あ
る
場
合
に
は
厳
密
に

期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
告
訴
は
、
事
実
と
法
的
評
価
の
混
合
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
判
断
を
市
民
が
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
検
討
の
前
提
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
的
な
見
解
の
表
明
に
つ
い
て
は
、
意
見
な
い
し
論
評
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
最
判
平
一
六
・
七
・
一
五
（
民
集
五
八
巻

五
号
一
六
一
五
頁（224
）
　
）
に
お
い
て
も
、
名
誉
毀
損
に
係
る
不
法
行
為
責
任
の
成
否
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
事
実
を
摘
示
す
る
も
の
と
比
べ

て
、
緩
和
さ
れ
た
免
責
要
件
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
法
的
な
見
解
の
表
明
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
上
記
特
定
の
事
項
を
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
主
張
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
た
め
事
実
の
摘
示
を
含
む
も

の
と
い
う
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
が
、
法
的
な
見
解
の
表
明
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
が
判
決
等
に
よ
り
裁
判
所
が
判
断
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
事
実
を
摘
示
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
意
見
な
い
し
論
評
の
表
明
に
当
た
る
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。」
と
し
た
う
え
で
、「
あ
る
事
実
を
基
礎
と
し
て
の
意
見
な
い
し
論
評
の
表
明
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
為
が
公
共
の
利
害
に

関
す
る
事
実
に
係
り
、
か
つ
、
そ
の
目
的
が
専
ら
公
益
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
場
合
に
、
上
記
意
見
な
い
し
論
評
の
前
提
と
し
て
い
る
事
実
が
重
要
な
部

分
に
つ
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
人
身
攻
撃
に
及
ぶ
な
ど
意
見
な
い
し
論
評
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い
限
り
、

上
記
行
為
は
違
法
性
を
欠
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
上
記
証
明
が
な
い
と
き
に
も
、
行
為
者
に
お
い
て
上
記
事
実
の
重
要
な
部
分
を
真
実
と
信

ず
る
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
の
故
意
又
は
過
失
は
否
定
さ
れ
る
（
最
高
裁
…
平
成
元
年
一
二
月
二
一
日
第
一
小
法
廷
判
決
…
…
、
…
…
最

高
裁
平
成
九
年
九
月
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
参
照
）。」

以
上
の
よ
う
な
「
法
的
評
価
」
に
つ
い
て
免
責
要
件
を
緩
和
す
る
考
え
方
を
告
訴
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
法
的
評
価
の
前
提
と
し
て

い
る
事
実
が
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、
告
訴
人
に
お
い
て
そ
の
前
提
事
実
の
重
要
な
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部
分
を
真
実
と
信
ず
る
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
法
的
評
価
と
し
て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い
限
り
、
告
訴
は
違

法
性
を
欠
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
告
訴
を
め
ぐ
る
実
情

（
１
）
非
専
門
家
・
被
害
者
等
で
あ
る
市
民
の
限
界

こ
れ
ま
で
（
一
）
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
非
専
門
家
で
あ
る
市
民
の
限
界
と
い
う
実
情
か
ら
も
妥
当
す
る
。

告
訴
は
、
被
害
者
本
人
が
行
う
場
合
、
法
律
や
捜
査
の
専
門
家
で
は
な
い
市
民
が
行
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
一
般
市
民
で
あ
れ
ば
、
通

常
、
何
が
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
な
の
か
を
判
別
・
抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
市
民
に
と
っ
て
は
比
較
的
単
純

な
殺
人
罪
で
あ
っ
て
も
、
法
律
上
の
故
意
（
殺
意
）
に
「
未
必
の
故
意
」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
ら
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
告
訴
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、「
未
必
の
故
意
」
に
対
応
し
た
事
実
を
、
実
際
の
具
体
的
な
犯
罪
被
害
事
実
か
ら
判
別
・

抽
出
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
告
訴
の
前
提
と
な
る
犯
罪
被
害
事
実
に
つ
い
て
、
一
般
市
民
に
厳
密

な
調
査
・
確
認
を
期
待
す
る
こ
と
は
な
お
の
こ
と
で
き
な
い
と
い
え
る
。
同
様
の
こ
と
を
示
唆
す
る
下
級
審
判
例
と
し
て
、【
　16　
】
東
京
地

判
昭
五
二
・
六
・
一
四（225
）
　
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
告
訴
者
は
捜
査
機
関
と
異
な
り
、
犯
罪
の
確
証
を
挙
げ
る
た
め
に
捜
査
す
る
権
能
も
義
務
も
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
人
を
指
摘
す
る
に
つ
い
て

は
特
に
調
査
し
て
特
定
人
が
犯
人
で
あ
る
と
の
確
証
を
挙
げ
る
必
要
は
な
く
、
社
会
通
念
に
照
し
相
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
そ
の
者
を
犯
人
と
信
じ
、
そ

の
所
信
に
従
っ
て
捜
査
機
関
に
犯
罪
事
実
及
び
犯
人
を
申
告
し
た
以
上
、
後
日
犯
人
と
指
摘
さ
れ
た
者
が
真
実
の
行
為
者
で
は
な
く
、
若
し
く
は
そ
の
者

の
行
為
が
犯
罪
を
構
成
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
そ
の
者
が
被
っ
た
損
害
に
つ
き
過
失
の
責
を
負
わ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」。

ま
た
、
そ
も
そ
も
被
害
者
自
身
に
犯
罪
被
害
事
実
の
調
査
・
確
認
を
期
待
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。
被
害
者
自
身
は
、
日
常
生
活
も
ま

ま
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
犯
罪
に
よ
っ
て
精
神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
も
受
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
被
害
事
実
を
想
起
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
被
害
者
に
犯
罪
被
害
事
実
の
厳
密
な
調
査
・
確
認
を
期

待
す
る
こ
と
は
、
二
次
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
例
え
ば
故
意
・
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
構
成
要
件
は
、
主
体
・
客
体
・
行
為
・
結
果
・
因
果
関
係
の
よ
う
な
客
観
的
構
成
要

件
と
は
異
な
り
、
ま
さ
に
行
為
者
の
「
主
観
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
に
は
外
形
上
は
容
易
に
認
識
し
え
な
い
。
そ
し
て
、
主

観
的
構
成
要
件
要
素
も
客
観
的
証
拠
か
ら
の
推
認
に
よ
れ
ば
よ
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
被
害
者
に
要
求
す
る
の
は
適
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。

仮
に
要
求
す
る
と
し
て
も
、
告
訴
を
す
る
に
至
っ
て
い
る
被
害
者
の
場
合
に
は
、
告
訴
と
い
う
訴
追
な
い
し
処
罰
を
求
め
る
意
思
表
示
を

し
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
み
て
も
、
あ
り
う
る
推
認
の
範
囲
で
最
も
重
大
な
犯
罪
が
成
立
す
る
方
向
で
推
認
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
容

易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
告
訴
権
者
で
あ
る
犯
罪
被
害
者
等
が
、
自
ら
の
被
害
事
件
と
の
関
係
で
類
型
的
に
不
公
平
な
判
断
を

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
と
し
て
、
裁
判
員
の
不
適
格
事
由
（
裁
判
員
法
一
七
条
）
や
検
察
審
査
員
の
除
斥
事
由
（
検
察
審
査
会
法
七
条
）、

さ
ら
に
、
裁
判
官
の
除
斥
事
由
（
刑
訴
法
二
〇
条
、
民
訴
法
二
三
条
）
に
該
当
し
て
、
当
該
事
件
の
審
査
・
裁
判
等
に
関
与
で
き
な
い
、
と

い
う
立
法
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
観
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
言
及
す
る
下
級
審
判
例
と
し
て
、【
　18　
】
千
葉
地
判
昭
五
六
・
一
〇
・
二
六（226
）
　
は
、
次
の
よ
う
に

判
示
す
る
。

「
客
観
的
事
実
は
告
訴
事
実
に
事
実
全
体
と
し
て
大
綱
で
合
致
し
て
お
り
、
被
告
ら
側
か
ら
み
た
場
合
、
原
告
の
所
為
は
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
と
疑
う
に
た

り
る
十
分
な
客
観
的
状
況
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
詐
欺
の
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
欺
罔
の
意
思
の
存
在
に
つ
い
て
は
、

以
上
認
定
の
事
実
関
係
な
ら
び
に
本
件
証
拠
に
よ
る
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
の
点
は
こ
の
種
の
犯
罪
に
つ
き
通
常
不
可
欠
な
強
制
捜
査
な
い
し
は
こ
れ

に
準
ず
る
徹
底
し
た
捜
査
を
欠
い
て
い
る
…
…
以
上
、
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」

市
民
の
法
的
評
価
の
能
力
に
関
す
る
限
界
は
、
各
種
の
立
法
例
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
検
察
審
査
会
に
お
い
て
第
二
段
階
の

起
訴
議
決
を
行
う
に
は
、「
審
査
補
助
員
」（
弁
護
士
の
中
か
ら
事
件
ご
と
に
一
名
委
嘱
さ
れ
、
法
令
と
そ
の
解
釈
の
説
明
、
法
律
的
問
題
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点
の
整
理
と
関
連
証
拠
の
整
理
、
法
的
助
言
な
ど
を
行
う
）
を
委
嘱
し
て
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
を
も
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
検
察
審
査
会
法
四
一
条
の
四
）。
ま
た
、
裁
判
員
裁
判
の
評
議
に
お
い
て
は
、
裁
判
長
は
、
裁
判
員
に
対
し
て
必
要
な
法
令
に
関
す
る

説
明
を
丁
寧
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
裁
判
員
法
六
六
条
五
項
）、
の
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

以
上
と
の
関
係
で
、
告
訴
人
が
弁
護
士
と
い
う
法
律
の
専
門
家
に
相
談
を
し
た
場
合
、
さ
ら
に
、
告
訴
任
意
代
理
制
度
（
刑
訴
法
二
四

〇
条
）
を
用
い
た
場
合
、
一
般
市
民
が
な
す
べ
き
対
応
の
う
ち
、
よ
り
適
切
な
も
の
を
選
択
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
告
訴
人
自

身
に
過
失
あ
り
と
す
べ
き
で
は
な
い（227
）
　
。

（
２
）
捜
査
の
端
緒
と
し
て
の
告
訴

刑
事
手
続
の
初
期
段
階
と
い
う
告
訴
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
時
期
に
着
目
し
て
も
、
告
訴
の
内
容
に
関
し
て
厳
密
な
調
査
・
確
認
を
要
求

す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

告
訴
は
、
捜
査
機
関
が
犯
罪
を
認
知
し
て
い
な
い
段
階
の
も
の
も
多
く
、
捜
査
の
端
緒
と
な
る
場
合
が
一
般
に
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
通

説
的
見
解
に
よ
っ
て
も
、
告
訴
は
捜
査
の
端
緒
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
捜
査
機
関
に
と
っ
て
は
、
証
拠
資

料
等
は
後
か
ら
犯
罪
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
当
然
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
告
訴
権
者
は
、
告
訴
の
前
提
事
実
に
つ
い
て
積
極
的
に
調
査
・
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
結
論
と
し
て
、
刑
事
手

続
の
初
期
段
階
と
い
う
時
期
や
捜
査
の
端
緒
と
い
う
側
面
か
ら
も
、
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
犯
罪
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り

迅
速
な
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
初
期
捜
査
の
重
要
性
は
誰
し
も
が
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
初
期
段
階
に
お
い
て
、
十
分
な
調

査
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
被
害
者
自
身
に
よ
っ
て
調
査
・
確
認
を
す
る
よ
り
も
、
専
門
知
識
や
経
験
、
組
織
力
、
強
力

な
捜
査
権
限
の
あ
る
捜
査
機
関
が
捜
査
す
る
方
が
、
よ
り
適
切
な
対
応
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

告
訴
の
段
階
で
告
訴
権
者
に
求
め
ら
れ
る
調
査
・
確
認
の
程
度
は
、
仮
に
告
訴
の
受
理
と
犯
罪
捜
査
の
開
始
に
関
す
る
現
在
の
運
用
を
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是
と
す
る
な
ら
ば
、
告
訴
の
受
理
が
な
さ
れ
る
程
度
な
い
し
「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
」（
刑
訴
法
一
八
九
条
二
項
）
程
度
に
至
っ
て
捜

査
が
実
際
に
開
始
さ
れ
れ
ば
、
十
分
な
水
準
に
達
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

（
三
）
告
訴
期
間
制
度
と
の
関
係
―
―
調
査
・
確
認
の
時
間
的
限
界
、
迅
速
性
の
優
先

親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
に
は
、
性
犯
罪
な
ど
の
一
定
の
場
合
を
除
き
、
六
ヵ
月
の
期
間
制
限
が
あ
る
（
刑
訴
法
二
三
五
条
）。

親
告
罪
の
告
訴
に
期
間
制
限
が
設
定
さ
れ
る
根
拠
・
趣
旨
は
、
一
般
に
、
刑
事
訴
追
を
私
人
の
意
思
に
か
か
ら
せ
る
状
態
を
長
期
間
放
置

す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
の
回
避
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
①
「
犯
人
の
地
位
の
安
定
」、
つ
ま
り
、
告
訴
権
者
が
い
つ
ま

で
も
告
訴
せ
ず
、
被
疑
者
の
地
位
を
不
安
定
な
ま
ま
に
す
る
の
は
人
権
上
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
慮
と
、
②
「
公
訴
権
の
適
正
行
使
」、
つ

ま
り
、
刑
事
司
法
権
の
発
動
を
私
人
の
意
思
に
か
か
ら
せ
て
、
い
つ
ま
で
も
不
安
定
な
状
態
に
お
く
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
考
慮
、

と
い
う
二
つ
の
異
な
る
観
点
が
含
ま
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
公
訴
時
効
制
度
と
の
比
較
や
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る

制
度
導
入
時
の
立
法
理
由
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
と
く
に
②
「
公
訴
権
の
適
正
行
使
」
の
色
彩
が
強
い
と
い
え
る
。
こ
の
②
「
公
訴

権
の
適
正
行
使
」
と
い
う
根
拠
・
趣
旨
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
告
訴
が
遅
れ
た
場
合
に
は
、
捜
査
を
十
分
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

証
拠
の
散
逸
等
に
よ
り
訴
追
・
処
罰
の
可
能
性
が
低
く
な
っ
て
し
ま
い
、
国
家
の
訴
追
権
限
に
不
当
な
制
約
を
課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、

被
害
者
の
期
待
に
沿
え
な
い
結
果
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
情
と
し
て
、
①
私
人
の
場
合
に
は
、
恣
意
的
・

濫
用
的
な
告
訴
が
考
え
ら
れ
る
、
②
親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
が
訴
訟
条
件
で
あ
る
た
め
に
、
か
り
に
捜
査
が
認
め
ら
れ
犯
罪
事
実
の
証
明

が
十
分
可
能
な
程
度
に
な
っ
て
も
訴
追
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
捜
査
が
訴
追
・
処
罰
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
か
な
い
、
③
他
の
事

件
の
捜
査
と
の
関
係
で
も
早
く
事
件
を
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
（「
事
件
選
別
」
の
要
請
）、
な
ど
が
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（228
）
　
。
私

は
以
上
の
よ
う
な
制
度
根
拠
・
趣
旨
は
立
法
論
と
し
て
妥
当
で
は
な
く
告
訴
期
間
制
度
は
全
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る（229
）
　
が
、
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現
在
の
実
務
に
お
け
る
告
訴
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
般
的
理
解
を
前
提
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
告
訴
期
間
制
度
の
根
拠
・
趣
旨
に
関
す
る
一
般
的
理
解
を
前
提
に
す
れ
ば
、
告
訴
の
前
提
と
な
る
犯
罪
事
実
を
推
認
さ
せ
る

確
実
な
客
観
的
根
拠
よ
り
も
、
告
訴
を
す
る
か
否
か
の
判
断
を
早
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
告

訴
期
間
制
度
は
、「
確
実
性
」
よ
り
も
「
迅
速
性
」
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
告
訴
後
に
捜
査
機
関
と
い
う
専

門
機
関
の
捜
査
活
動
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
も
い
え
る
。

こ
れ
を
告
訴
人
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
告
訴
人
は
、
自
己
以
外
の
利
益
（「
公
訴
権
の
適
正
行
使
」
と
い
う
公
益
（
お
よ
び
、
見
解
に
よ
っ

て
は
、「
犯
人
の
地
位
の
安
定
」））
を
考
慮
し
た
制
度
に
よ
っ
て
、
非
親
告
罪
の
被
害
者
等
に
比
べ
て
、
告
訴
ま
で
の
時
間
が
制
限
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
の
調
査
・
確
認
に
当
て
ら
れ
る
時
間
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
後
述
の
よ
う
な
告
訴
に
対
す
る
説
得
・
不
受
理
の
実
情
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
告
訴
人
が

告
訴
の
準
備
と
し
て
そ
の
前
提
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
調
査
・
確
認
に
当
て
ら
れ
る
時
間
は
、
実
質
的
に
は
六
ヵ
月
よ
り
も
は
る
か
に
短

い
こ
と
に
な
る
。

告
訴
期
間
制
度
の
対
象
と
な
る
親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
に
つ
い
て
は
、
告
訴
人
が
告
訴
に
あ
た
っ
て
求
め
ら
れ
る
調
査
・
確
認
の
程
度

を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
非
親
告
罪
に

お
け
る
告
訴
等
に
つ
い
て
は
、
告
訴
の
期
間
制
限
に
服
し
な
い
た
め
、
告
訴
期
間
制
度
に
関
し
て
考
慮
す
べ
き
事
項
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は

ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
告
訴
期
間
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
実
と
密
接
な
関

連
性
を
も
つ
事
実
に
関
し
て
告
訴
を
す
る
場
合
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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２
　
告
訴
の
受
理
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

（
一
）
告
訴
の
受
理
を
め
ぐ
る
実
務
の
実
態

犯
罪
捜
査
規
範
六
三
条
一
項
が
「
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
は
、
告
訴
、
告
発
ま
た
は
自
首
を
す
る
者
が
あ
つ
た
と
き
は
、
管
轄
区
域
内

の
事
件
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
告
訴
に
は
受
理
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
犯
罪
捜
査
規
範
六
五
条
の
規
定
に
従
い
、
資
料
を
提
出
さ
せ
た
り
、
追
加

説
明
を
求
め
た
り
し
て
、
告
訴
の
趣
旨
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
努
め
つ
つ
、
告
訴
が
濫
用
的
に
行
使
さ
れ
な
い
よ
う
説
得
し
た
り
、
濫

用
的
に
行
使
さ
れ
た
告
訴
を
不
受
理
と
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る（230
）
　
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
一
般
に
受
理
義
務
が
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
四
類
型
で
あ
る
。

①
申
告
し
て
い
る
犯
罪
事
実
が
不
明
確
で
、
犯
罪
事
実
の
申
告
と
い
え
な
い
も
の

②
明
ら
か
に
罪
と
な
ら
な
い
事
実
を
告
訴
（
告
発
）
事
実
と
す
る
も
の

③
申
告
に
係
る
犯
罪
事
実
に
つ
き
、
既
に
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
も
の

④
処
罰
を
求
め
る
意
思
の
存
在
が
不
明
確
で
あ
る
も
の

ま
た
、
受
理
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
の
は
、
以
下
の
三
類
型
で
あ
る
。

⑤
民
事
紛
争
を
有
利
に
解
決
す
る
こ
と
が
目
的
と
み
ら
れ
る
も
の

⑥
申
告
内
容
そ
れ
自
体
は
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
含
ん
で
い
る
が
、
申
告
人
の
説
明
内
容
や
、
そ
の
挙
動
、
態
度
等
か
ら
申
立
て
が

極
め
て
不
合
理
で
、
到
底
信
用
し
難
い
と
思
わ
れ
る
も
の
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⑦
告
訴
（
告
発
）
マ
ニ
ア
に
よ
る
濫
告
訴
（
告
発
）
と
み
ら
れ
る
も
の
等（231
）
　

よ
り
具
体
的
な
捜
査
実
務
の
対
応
と
し
て
、「
犯
罪
の
不
成
立
が
明
白
で
あ
る
よ
う
な
告
訴
や
、
根
拠
が
必
ず
し
も
十
分
と
認
め
ら
れ
な

い
よ
う
な
告
訴
に
つ
い
て
は
、
告
訴
人
に
対
し
そ
の
旨
を
説
明
し
、
告
訴
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
な
り
、
告
訴
状
を
補
正
さ
せ
、
あ
る
い

は
疎
明
資
料
を
追
加
さ
せ
る
な
り
し
た
上
で
こ
れ
ら
を
受
理
す
る
措
置
を
執
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
申
立
人
が
あ
く
ま
で
も
受

理
を
求
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
受
理
す
る
取
扱
い
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（232
）
　
」。

ま
た
、
告
訴
の
不
受
理
の
実
態
に
つ
い
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
犯
罪
被
害
者
支
援
委
員
会
『
告
訴
ア
ン
ケ
ー
ト
に
関
す
る
報
告
』（
二

〇
〇
六
年
四
月
五
日
公
開
）
に
よ
れ
ば
、
調
査
範
囲
内
（
回
答
総
数
弁
護
士
三
二
一
人
）
で
は
、
多
く
の
弁
護
士
が
警
察
の
告
訴
不
受
理

問
題
に
つ
い
て
問
題
を
感
じ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
の
法
改
正
以
降
で
も
調
査
時
ま
で
に
、
告
訴
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
四
五
％
以
上
で

あ
り
、
最
終
的
に
受
理
さ
れ
な
い
の
も
三
〇
％
以
上
で
あ
る（233
）
　
。

ま
た
、
告
訴
状
の
受
理
で
は
な
く
、「
コ
ピ
ー
の
み
預
か
り
」
と
い
う
運
用
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
コ
ピ
ー
の
み
預
か
り
」
と
い
う

運
用
は
、
警
視
庁
を
例
に
す
る
と
、
警
視
庁
二
〇
〇
三
年
通
達
で
は
、「
第
３
告
訴
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
留
意
事
項
」
の
「
４
資

料
提
出
等
の
要
求
」
の
「（
４
）
そ
の
他
捜
査
上
参
考
と
な
る
資
料
」
に
お
い
て
、「
相
談
に
際
し
て
提
出
資
料
を
預
か
る
場
合
に
は
、
事

後
の
誤
解
や
紛
議
を
防
止
す
る
た
め
、
告
訴
等
の
受
理
で
は
な
い
旨
を
明
確
に
説
明
し
て
了
解
を
得
る
と
と
も
に
、
告
訴
状
等
の
原
本
は

預
か
ら
な
い
こ
と
。」
と
の
注
意
書
き
が
あ
り（234
）
　
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う（235
）
　
。

さ
ら
に
、
元
検
察
実
務
家
も
、
告
訴
・
告
発
状
に
つ
い
て
、
検
討
を
要
す
る
場
合
に
は
、「
仮
に
預
り
保
管
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
写
し

を
提
出
」
さ
せ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（236
）
　
。
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（
二
）
説
得
・
不
受
理
の
実
態
か
ら
み
た
受
理
の
意
味

以
上
の
よ
う
に
、
告
訴
の
受
理
に
あ
た
っ
て
は
、
一
定
水
準
の
内
容
と
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
、
明
ら
か
に
罪
と
な
ら
な
い
事
実
を
告
訴
事
実
と
し
て
い
る
場
合
や
、
根
拠
が
必
ず
し
も
十
分
と
認
め
ら
れ
な

い
場
合
は
、
受
理
義
務
が
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
場
合
と
な
り
、
説
得
、
告
訴
状
の
補
正
、
疎
明
資
料
の
追
加
要
請
が
通
常
な
さ

れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
逆
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
の
実
務
の
取
扱
い
を
前
提
に
す
る
と
、
告
訴
の
受
理
に
あ
た
っ
て
、
説
得
、
告
訴
状
の
補
正
、
疎
明
資

料
の
追
加
要
請
が
な
く
、
さ
ら
に
説
得
等
に
反
し
た
告
訴
人
の
受
理
要
求
が
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
れ
ば
、
当
初
の
告
訴
が
一
定
水
準
の

内
容
と
根
拠
を
充
足
し
て
い
た
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
告
訴
の
受
理
と
違
法
評
価
と
の
関
係
―
―
故
意
と
過
失
の
峻
別
、
捜
査
機
関
の
過
失
と
の
競
合

告
訴
は
受
理
さ
れ
れ
ば
違
法
と
評
価
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

虚
偽
の
告
訴
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
故
意
が
認
め
ら
れ
、
捜
査
機
関
の
判
断
を
誤
ら
せ
て
犯
罪
捜
査
を
自
己
の
意
図
す
る
目
的
に
利
用

し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
（
す
な
わ
ち
、
積
極
的
な
濫
用
的
行
使
の
場
合
）
に
は
、
捜
査
機
関
の
現
状
の
注
意
義
務
を
も
っ
て
し
て
も
、
受

理
の
段
階
で
対
応
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う（237
）
　
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
告
訴
が
受
理
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
告
訴

は
違
法
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
刑
事
法
上
は
、
虚
偽
告
訴
罪
（
刑
法
一
七
二
条
）
に
該
当
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

他
方
で
、
告
訴
人
の
過
失
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
と
は
状
況
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
期
待
可
能
な
注
意
（
調
査
・
確

認
）
の
程
度
は
、
告
訴
人
よ
り
も
捜
査
機
関
の
方
が
高
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
説
得
・
不
受
理
の
実
態
は
、
仮
に
肯
定
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
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こ
の
よ
う
な
注
意
（
調
査
・
確
認
）
能
力
を
前
提
に
、
実
際
に
捜
査
機
関
側
が
告
訴
人
よ
り
も
高
度
に
注
意
を
払
い
、
調
査
・
確
認
を
行
っ

て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
捜
査
機
関
に
よ
っ
て
現
在
の
実
態
の
と
お
り
高
度
な
注
意
が
払
わ
れ
調
査
・
確
認
が
行
わ
れ
た
上
で
告

訴
が
受
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
注
意
（
調
査
・
確
認
）
能
力
の
低
い
、
し
た
が
っ
て
注
意
義
務
も
捜
査
機
関
と
同
等
か
そ
れ
よ
り
も

限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
告
訴
人
は
、
注
意
義
務
を
果
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
告
訴
人
の
過
失
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
、
誤
っ
た
受
理
が
問
題
と
な
る
と
い
う
の
は
、
通
常
に
行
わ
れ
て
い
る

捜
査
機
関
の
高
度
な
注
意
（
調
査
・
確
認
）
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
捜
査
機
関
に
過
失
が
存
在
す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
、

過
失
の
競
合
）
を
理
由
に
、
告
訴
人
が
免
責
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
に
被
告
訴
人
に
損
害
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対

す
る
第
一
の
責
任
は
捜
査
機
関
が
負
う
べ
き
で
あ
る（238
）
　
。

な
お
、
同
旨
の
見
解
が
、
刑
訴
法
一
八
三
条
一
項
の
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
訴
の
提

起
は
、
告
訴
人
等
の
申
告
を
う
の
み
に
す
る
こ
と
な
く
、
様
々
な
角
度
か
ら
批
判
的
捜
査
も
尽
く
し
た
上
、
慎
重
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、
本
項
の
適
用
が
あ
る
の
は
、
普
通
、
検
察
官
、
司
法
警
察
職
員
の
過
失
が
競
合
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
捜
査

官
に
過
失
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
故
意
又
は
重
大
な
過
失
の
あ
る
告
訴
人
等
が
免
責
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。
と
は
い
え
、
わ
が
国
の

捜
査
官
の
能
力
等
を
考
え
れ
ば
、
実
際
に
本
項
が
適
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
は
極
め
て
ま
れ
に
し
か
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
239
）
　
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
条
二
項
の
被
疑
者
段
階
の
国
選
弁
護
人
の
費
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
こ
〔
被

疑
者
が
勾
留
さ
れ
て
国
選
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
る
〕
に
至
る
ま
で
に
は
慎
重
に
種
々
の
捜
査
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
実

際
に
本
項
が
適
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
は
、
本
条
一
項
の
場
合
と
同
様
、
や
は
り
ま
れ
に
し
か
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
240
）
　
」
と
い
う
も
の
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で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
訴
訟
費
用
等
の
負
担
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
の
能
力
と
捜
査
の
実
態
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。

た
だ
し
、
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
議
論
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
捜
査
が
開
始
さ
れ
て
以
降
の
捜
査
段
階
な
い
し
公
訴
提

起
段
階
の
検
察
官
お
よ
び
司
法
警
察
職
員
の
過
失
と
の
競
合
で
あ
る
か
ら
、
告
訴
の
受
理
の
段
階
に
も
そ
の
説
明
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
説
得
・
不
受
理
の
実
態
は
、
捜
査
段
階
な
い
し
公
訴
提
起
段
階
に
お
け
る
検
察
官
お
よ
び

司
法
警
察
職
員
の
過
失
と
の
競
合
と
匹
敵
す
る
状
況
を
生
み
出
し
て
お
り
、
受
理
と
の
関
係
で
も
、
被
告
訴
人
に
生
じ
た
損
害
に
対
す
る

第
一
の
責
任
は
捜
査
機
関
が
負
う
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

３
　
捜
査
の
開
始
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

（
一
）
捜
査
の
開
始
と
「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
」（
刑
訴
法
一
八
九
条
二
項
）

刑
訴
法
一
八
九
条
二
項
は
、「
司
法
警
察
職
員
は
、
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
犯
人
及
び
証
拠
を
捜
査
す
る
も
の
と
す
る
。」
と

規
定
す
る
。

同
条
項
に
い
う
「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
」
と
は
、
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う（241
）
　
と
さ
れ
る
。
他

方
で
、
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
嫌
疑
で
は
な
く
、
何
か
犯
罪
と
な
る
べ
き
不
正
が
行
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
段
階
で
な
さ

れ
る
捜
査
機
関
の
活
動
、
例
え
ば
、
匿
名
の
申
告
や
風
評
の
内
容
の
真
偽
や
確
度
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
は
、
捜
査
着
手
の
た
め
の
準

備
活
動
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
上
は
捜
査
と
は
い
え
な
い（242
）
　
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
捜
査
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
、
特
定
の
犯
罪

の
嫌
疑
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
し
て
、
被
告
訴
人
に
対
す
る
取
調
べ
が
、
被
疑
者
取
調
べ
（
刑
訴
法
一
九
八
条
）
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
第
三
者
の
取
調
べ
（
刑
訴
法
二
二
三
条
）
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
条
文
の
文
言
上
は
「
犯
罪
の
捜
査
を
す
る
に
つ
い

て
必
要
が
あ
る
と
き
」
と
い
う
前
提
条
件
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
点
で
捜
査
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
捜
査
が
継
続
し
て
い
る

限
り
で
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
存
在
し
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
犯
罪
の
嫌
疑
の
認
定
権
者
、
認
定
の
根
拠

通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、「
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
」、
す
な
わ
ち
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
の
認
定
権
は
司
法
警
察
職
員
に
あ

る
と
さ
れ
る（243
）
　
。
他
方
で
、
要
求
さ
れ
る
根
拠
・
資
料
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、
司
法
警
察
職
員
の
認
定
が
恣
意
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
の
客
観
性
す
ら
必
要
で
は
な
い
と
す
る
も
の
か
ら
、
犯
罪
の
存
在
を
一
応
推
認
さ
せ

る
程
度
の
資
料
が
あ
れ
ば
足
り
る
、
客
観
的
な
事
情
が
特
定
の
犯
罪
を
疑
わ
し
め
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
も
の
ま
で
、

幅
が
あ
る（244
）
　
。

ま
ず
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
の
認
定
権
者
が
、
犯
罪
に
関
し
て
知
識
と
経
験
を
通
常
は
持
た
な
い
一
般
市
民
で
は
な
く
、
さ
ら
に

「
司
法
警
察
職
員
」
で
は
な
く
、
犯
罪
と
犯
罪
捜
査
に
関
し
て
特
に
専
門
的
な
知
識
と
経
験
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
「
司
法
警

察
員
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
告
訴
の
受
理
の
権
限
は
司
法
警
察
職
員
す
べ
て
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
専
門
的

な
知
識
と
経
験
を
も
つ
司
法
警
察
員
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
刑
訴
法
二
四
一
条
）。
そ
の
よ
う
な
司
法
警
察
員
の
認
定
は
、
一
般
通

常
人
の
判
断
よ
り
も
明
ら
か
に
「
慎
重
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
受
理
と
捜
査
開
始
は
、
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
を
強
く
推
認
さ
せ
る
。

次
に
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
の
認
定
の
根
拠
に
つ
い
て
、
告
訴
と
不
法
行
為
に
関
す
る
諸
判
例
で
見
た
よ
う
な
「
客
観
的
根
拠
」
が
、

必
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
点
が
重
要
で
あ
る
。
捜
査
活
動
は
、
一
般
に
、
公
訴
提
起
を
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
あ
く
ま
で
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準
備
活
動
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
開
始
時
点
や
そ
の
途
中
で
、
捜
査
機
関
に
一
律
に
「
客
観
的
根
拠
」
を
要
求
す

る
の
は
、
実
際
上
困
難
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
「
客
観
的
根
拠
」
な
く
捜
査
を
開
始
・
継
続
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
は
、
捜
査
活
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
公
益
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
「
客
観
的
根
拠
」
を
補
う
だ
け

の
専
門
的
な
知
識
と
経
験
が
司
法
警
察
員
に
は
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う（245
）
　
。

こ
れ
を
告
訴
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
告
訴
の
公
益
性
は
、
捜
査
の
端
緒
や
検
察
官
の
訴
追
裁
量
の
適
正
化
等
と
し
て
、
現
行
法
の
解
釈

と
し
て
も
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り（246
）
　
、
ま
た
、【
　16　
】
東
京
地
判
昭
五
二
・
六
・
一
四
で
も
、「
直
ち
に
行
為
者
を
特
定
し
て
そ
の
犯
罪
事

実
を
捜
査
機
関
に
申
告
す
る
こ
と
は
犯
罪
の
捜
査
を
容
易
に
し
、
犯
人
の
検
挙
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
治
安
維
持
上
望
ま

し
い
」
と
い
う
形
で
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
告
訴
が
捜
査
の
端
緒
と
し
て
捜
査
開
始
の
き
っ
か
け
に
も
な
る
こ
と
が
多

い
こ
と
か
ら
、
告
訴
を
行
う
段
階
で
求
め
ら
れ
る
「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
は
、
刑
事
手
続
の
初
期
段
階
で
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
想

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
捜
査
の
継
続
や
起
訴
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
よ
り
も
低
い
程

度
の
も
の
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
と
対
応
し
て
、「
客
観
的
根
拠
」
も
、
捜
査
の
継
続
や
起
訴
と
比
べ
て
、
限

定
さ
れ
た
範
囲
の
も
の
で
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
方
で
、「
客
観
的
な
根
拠
」
を
補
う
だ
け
の
専
門
的
知
識
と
経
験
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
告
訴
人
本
人
に
関
し
て
い
え
ば
、
告
訴

に
関
し
て
、
弁
護
士
や
捜
査
機
関
に
相
談
す
る
こ
と
で
補
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
被
害
者
等
で
あ
る
一
般
市
民
に
客
観

的
根
拠
を
調
査
・
確
認
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
客
観
的
根
拠
が
不

足
す
る
場
合
に
は
、
現
在
の
告
訴
の
受
理
に
関
す
る
実
務
の
対
応
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
説
得
な
り
、
告
訴
状
の
補
正
な
り
、
疎
明
資

料
の
追
加
要
請
な
り
で
対
応
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
告
訴
の
受
理
、
す
な
わ
ち
、
捜

査
の
開
始
時
点
で
も
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
が
「
司
法
警
察
員
」
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
認
で
き
よ
う
。
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（
三
）
告
訴
の
受
理
と
犯
罪
の
捜
査

さ
ら
に
、
告
訴
事
件
の
場
合
に
は
、
警
察
か
ら
検
察
官
に
書
類
・
証
拠
物
を
迅
速
に
全
件
送
付
す
る
義
務
（
刑
訴
法
二
四
二
条
）、
検
察

官
か
ら
告
訴
人
に
起
訴
・
不
起
訴
処
分
等
を
迅
速
に
通
知
す
る
義
務
（
刑
訴
法
二
六
〇
条
）、
告
訴
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
検
察
官

か
ら
告
訴
人
に
不
起
訴
処
分
の
理
由
を
迅
速
に
告
知
す
る
義
務
（
刑
訴
法
二
六
一
条
）
が
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
捜
査
義
務
が
発
生
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（247
）
　
。
そ
う
す
る
と
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
が
な
く
て
も
、
捜
査
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
に
、
捜
査
を
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
生
じ
よ
う
。

し
か
し
、
実
務
の
状
況
を
見
る
と
、
告
訴
の
受
理
に
関
す
る
説
得
・
不
受
理
に
よ
り
、
こ
の
問
題
に
対
処
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
警
察
段
階
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
が
「
司
法
警
察
員
」
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
場
合
に
の
み
告
訴

が
受
理
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
説
得
・
不
受
理
等
の
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
行
の
告
訴
の
受
理
に
関
す
る
警
察
に
お
け
る
運
用
を
前
提
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
告
訴
が
受
理
さ
れ
て
捜
査
が
開

始
さ
れ
て
い
る
以
上
、
原
則
と
し
て
、「
告
訴
の
受
理
時
」
に
お
い
て
、「
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
」
が
「
司
法
警
察
員
」
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

４
　
告
訴
人
の
協
力
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

（
一
）
告
訴
人
の
犯
罪
捜
査
へ
の
協
力
と
二
次
被
害
の
お
そ
れ

告
訴
人
が
犯
罪
捜
査
へ
協
力
す
る
こ
と
は
犯
罪
の
捜
査
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う（248
）
　
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
告
訴
人
が
捜
査
機
関

の
捜
査
に
協
力
す
る
こ
と
を
、
告
訴
が
虚
偽
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
〈
間
接
的
に
〉
推
認
す
る
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
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い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
告
訴
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
被
害
者
は
、

刑
法
典
が
想
定
す
る
よ
う
な
犯
罪
の
直
接
被
害
と
し
て
の
身
体
的
・
精
神
的
・
財
産
的
損
害
を
受
け
る
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
被
害
を
受
け

た
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
る
身
体
的
・
精
神
的
・
財
産
的
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
告
訴
と
の
関
係
で
は
、
精
神
的
ダ
メ
ー

ジ
の
影
響
に
よ
り
、
事
件
や
加
害
者
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
す
る
だ
け
で
、
日
常
生
活
も
お
ぼ
つ
か
な
い
ほ
ど
の
恐
怖
な
ど
が
襲
来
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
犯
罪
捜
査
へ
の
協
力
を
過
度
に
求
め
る
こ
と
は
、
二
次
被
害
が
発
生
す
る
原
因
と
な
る（249
）
　
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
犯
罪
捜
査
へ
の
協
力
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
告
訴
任
意
代
理
制
度
（
刑
訴
法
二
四
〇
条
）
の
趣
旨
の
考
慮

代
理
に
よ
る
告
訴
（
刑
訴
法
二
四
〇
条
）
が
認
め
ら
れ
た
趣
旨
は
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
告
訴
権
者
の
委
任
に
基
づ
く
任
意
代
理

人
に
よ
る
告
訴
を
認
め
て
、
告
訴
の
手
続
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る（250
）
　
。
そ
し
て
、
高
裁
判
例
や
一
部
の
学
説
に
お
い
て
、
犯

人
を
処
罰
す
べ
き
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
告
訴
を
す
る
こ
と
の
利
害
損
得
等
に
つ
い
て
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
の
客
観
的
な
判
断
に
委

ね
る
の
が
適
切
な
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る（251
）
　
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
な
二
次
被
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
、
告
訴

人
が
対
応
で
き
な
い
捜
査
機
関
へ
の
協
力
行
為
な
ど
を
補
充
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
対
応
の
方
が
望
ま
し
い
と

考
え
ら
れ
る（252
）
　
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
任
意
代
理
人
の
捜
査
へ
の
協
力
を
含
め
て
、
告
訴
人
と
し
て
の
捜
査
へ
の
協
力
と
と
ら
え
る

べ
き
で
あ
る
。
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（
三
）
捜
査
へ
の
協
力
が
消
極
的
に
な
る
そ
の
他
の
要
因

捜
査
へ
の
協
力
が
消
極
的
に
な
る
理
由
は
二
次
被
害
に
限
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
二
一
・
一
一
・
二
六
（
判
時
二
〇
六
九

号
三
三
頁
）
は
、
被
害
申
告
が
虚
偽
で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
被
控
訴
人
は
、
警
察
官
に
申
告
を
し
た
目
的
に
つ
き
、
控
訴
人
に
謝
ら
せ
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
控
訴
人
の
身
柄
拘
束
に
至
る
と
ま
で
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
と
供
述
し
て
い
る
…
…
。
そ
し
て
、
Ｋ
検
事
か
ら
、
本
件
痴
漢
行
為
の
法
定
刑
が
最
高
で
も
罰
金
一
〇
万
円
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
さ

れ
て
、
予
想
外
の
低
さ
に
驚
い
た
と
認
め
ら
れ
る
…
…
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
被
控
訴
人
は
、
当
初
か
ら
刑
事
処
分
ま
で
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
上
に
、
刑
事
罰
の
内
容
も
予
想
外
に
低
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
が
逮
捕
、
勾
留
さ
れ
た
こ
と
、
本
件
痴
漢
行
為
に
よ
る
被
害
が

軽
微
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
捜
査
に
協
力
す
る
意
欲
が
小
さ
か
っ
た
（
全
く
協
力
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。）
と
し
て
も
、
犯
罪
被

害
者
の
行
動
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。」。

以
上
か
ら
、
告
訴
人
が
捜
査
に
対
し
て
協
力
が
消
極
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
告
訴
が
虚
偽
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
推
認
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

５
　
不
起
訴
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

（
一
）
手
続
の
進
行
段
階
や
行
使
主
体
に
相
応
し
た
嫌
疑
の
程
度

被
疑
者
が
不
起
訴
処
分
と
な
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
当
初
の
告
訴
が
違
法
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
と
し
て
、
被
疑
者
が
不
起
訴
と
な
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
を
理
由
に
、
当
初
の
告
訴
が
違
法
で
あ
っ
た
と
は
評
価
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
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ま
ず
、
嫌
疑
の
程
度
に
関
す
る
制
度
上
の
位
置
づ
け
に
着
目
す
る
と
、
告
訴
の
段
階
で
求
め
ら
れ
る
嫌
疑
の
程
度
と
、
起
訴
の
段
階
で

求
め
ら
れ
る
嫌
疑
の
程
度
と
は
異
な
る
。
刑
事
訴
訟
法
は
、
手
続
段
階
に
応
じ
た
嫌
疑
の
程
度
を
想
定
し
て
お
り
、
強
度
の
人
権
制
約
を

伴
う
通
常
逮
捕
の
令
状
請
求
で
さ
え
、
疎
明
資
料
の
提
供
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
規
則
一
四
三
条
を
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、
捜
査

の
端
緒
と
い
う
よ
う
な
刑
事
手
続
の
初
期
の
段
階
で
あ
る
告
訴
の
時
点
で
、
疎
明
の
程
度
を
超
え
る
よ
う
な
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と

は
妥
当
で
は
な
い
。

次
に
、
嫌
疑
の
程
度
に
関
す
る
運
用
上
の
厳
格
さ
に
着
目
す
る
と
、
起
訴
に
関
し
て
い
え
ば
、
現
在
の
わ
が
国
の
有
罪
率
が
九
九
％
を

超
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
捜
査
が
終
結
し
た
段
階
で
ほ
ぼ
確
実
に
有
罪
の
立
証
が
見
込
ま
れ
る
事
案
の
み
が
起
訴
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（253
）
　
。
こ
れ
は
、
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
現
在
の
実
務
に
お
い
て
は
、
起
訴
に
関
し
て
求
め
ら
れ
る
嫌
疑
の
程
度
は
比
較

的
高
く
運
用
さ
れ
て
お
り
、
嫌
疑
の
程
度
が
あ
ま
り
低
く
は
な
い
事
案
も
不
起
訴
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

不
起
訴
と
な
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
も
、
一
定
程
度
の
嫌
疑
が
あ
る
事
案
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
起
訴
に

な
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
を
理
由
に
、
当
初
の
告
訴
も
要
求
さ
れ
る
べ
き
嫌
疑
の
程
度
を
満
た
し
て
い
な
い
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
単
純
に

結
論
を
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
起
訴
は
原
則
と
し
て
検
察
官
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
法
二
四
七
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
告
訴
を
行
う
の
は
、
通
常
は
一

般
市
民
で
あ
る
。
一
般
市
民
は
、
通
常
は
、
証
拠
資
料
の
収
集
能
力
も
な
く
、
法
律
等
の
専
門
知
識
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
一
般
市
民
と
、

高
度
の
知
識
、
捜
査
能
力
、
さ
ら
に
は
経
験
を
有
す
る
限
定
さ
れ
た
専
門
家
と
を
同
列
に
扱
い
、
証
拠
資
料
の
調
査
・
確
認
を
要
求
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
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（
二
）
不
起
訴
と
い
う
事
実
に
よ
る
故
意
・
過
失
の
推
定

本
論
文
一
「
関
連
判
例
の
俯
瞰
と
要
点
」
で
見
た
よ
う
に
、【
８
】
最
判
昭
三
三
・
七
・
一
は
、
告
訴
に
関
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
不
起
訴
処
分
と
い
う
事
実
の
み
で
は
故
意
・
過
失
は
推
定
で
き
ず
、
原
告
に
よ
り
告
訴
人
の
故
意
・

過
失
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
詐
欺
罪
の
告
訴
に
よ
り
告
訴
人
が
被
告
訴
人
の
名
誉
も
し
く
は
信
用
を
毀
損
す
る
不
法
行
為
を
し
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
す

る
債
権
を
主
張
す
る
者
は
、
少
く
と
も
そ
の
告
訴
が
被
告
訴
人
の
名
誉
も
し
く
は
信
用
を
毀
損
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
告
訴
人
に
故
意
も
し
く
は
過
失
が

あ
つ
た
こ
と
を
主
張
し
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
審
に
お
い
て
、
被
上
告
会
社
は
右
告
訴
事
件
に
つ
い
て
検
察
庁
よ
り
「
詐
欺
の
事
実
は
認
め
ら

れ
な
い
か
ら
不
起
訴
に
す
る
」
と
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
検
察
官
の
か
よ
う
な
理
由
に
よ
る
不
起
訴
決
定
が
あ
つ
た

か
ら
と
い
つ
て
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
告
訴
人
が
告
訴
に
よ
つ
て
被
告
訴
人
の
名
誉
も
し
く
は
信
用
を
毀
損
す
る
こ
と
に
つ
き
故
意
も
し
く
は
過
失
を
有
し

た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

（
三
）
不
起
訴
裁
定
の
主
文
の
違
い
に
よ
る
故
意
・
過
失
の
推
定

検
察
官
が
事
件
を
不
起
訴
処
分
に
す
る
と
き
は
、
不
起
訴
裁
定
書
に
よ
っ
て
不
起
訴
の
裁
定
を
す
る
。
不
起
訴
裁
定
の
主
文
に
は
、
以

下
の
も
の
が
あ
る（254
）
　
。

①
　
訴
訟
条
件
を
欠
く
場
合

被
疑
者
死
亡
、
法
人
等
消
滅
、
裁
判
権
な
し
、
第
一
次
裁
判
権
な
し
・
不
行
使
、
親
告
罪
の
告
訴
・
告
発
・
請
求
の
欠
如
・
無
効
・

取
消
し
、
通
告
欠
如
、

反
則
金
納
付
済
み
、
確
定
判
決
有
あ
り
、
保
護
処
分
済
み
、
起
訴
済
み
、
刑
の
廃
止
、
大
赦
、
時
効
完
成

②
　
被
疑
事
件
が
罪
と
な
ら
な
い
場
合
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刑
事
未
成
年
、
心
神
喪
失
、
罪
と
な
ら
ず

③
　
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
場
合

嫌
疑
な
し
、
嫌
疑
不
十
分

④
　
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合

刑
の
免
除
、
起
訴
猶
予

こ
れ
ら
の
う
ち
、
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
に
対
す
る
民
事
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
で
特
に
検
討
が
必
要
な
の
は
、「
罪
と
な
ら
ず
」、

「
嫌
疑
な
し
」、「
嫌
疑
不
十
分
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
過
失
に
よ
る
民
事
不
法
行
為
責
任
の
成
否
を
問
題
と
す
る
場
合
の
調
査

義
務
を
果
た
し
た
か
否
か
に
関
し
て
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
三
類
型
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

（
１
）「
罪
と
な
ら
ず
」

不
起
訴
裁
定
の
主
文
を
「
罪
と
な
ら
ず
」
と
す
る
不
起
訴
処
分
は
、「
被
疑
事
実
が
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
き
又
は
犯
罪
の
成

立
を
阻
却
す
る
事
由
の
あ
る
こ
と
が
証
拠
上
明
確
な
と
き
に
す
る
処
分
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
被
疑
者
が
被
疑
事
実
と
さ
れ
る
行
為
の

行
為
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
き
、
又
は
被
疑
者
に
故
意
、
過
失
の
不
存
在
な
ど
の
責
任
阻

却
事
由
、
あ
る
い
は
法
令
若
し
く
は
正
当
の
業
務
に
基
づ
く
行
為
（
刑
三
五
）、
正
当
防
衛
（
刑
三
六
Ｉ
）、
緊
急
避
難
（
刑
三
七
Ｉ
本
）、

盗
犯
等
の
防
止
及
処
分
に
関
す
る
法
律
一
条
一
項
、
二
項
該
当
な
ど
の
違
法
性
阻
却
事
由
の
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
と
き
、
す
な
わ

ち
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
っ
て
す
る
処
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
刑
事
未
成
年
」、「
心
神
喪
失
」

の
裁
定
を
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
理
由
で
不
起
訴
処
分
が
な
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
、「
罪
と
な
ら
ず
」
の
裁
定
を
し
な
い
。
（
255
）
　
」。

さ
ら
に
、
検
察
実
務
に
お
い
て
、「
告
訴
状
…
…
記
載
の
被
疑
事
実
自
体
が
、
捜
査
す
る
ま
で
も
な
く
、
法
律
の
明
文
上
、
又
は
解
釈
上

何
ら
の
犯
罪
の
構
成
要
件
に
も
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
…
…
よ
う
な
場
合
、「
罪
と
な
ら
ず
」
の
裁
定
を
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
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も
な
い
が
、
告
訴
状
…
…
記
載
の
被
疑
事
実
は
、
一
見
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
捜
査
の
結
果
、
被
疑
者
の
行
為
が
何
ら
の

犯
罪
を
構
成
し
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
と
き
…
…
な
ど
も
、
い
ず
れ
も
「
罪
と
な
ら
ず
」
の
裁
定
を
す
べ
き
場
合
に
当
た
る
。
（
256
）
　
」
と
さ

れ
る
。

以
上
の
う
ち
特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、「
罪
と
な
ら
ず
」
と
い
う
不
起
訴
裁
定
の
主
文
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
告
訴
状
記
載
の
被
疑
事

実
が
「
一
見
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
捜
査
の
結
果
、
被
疑
者
の
行
為
が
何
ら
の
犯
罪
を
構
成
し
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ

た
と
き
」
も
含
む
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
罪
と
な
ら
ず
」
と
い
う
不
起
訴
裁
定
の
主
文
の
場
合
に
は
、
専
門
家
で
あ
る
捜
査
機
関

を
も
っ
て
し
て
も
「
一
見
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
」
も
の
と
判
断
し
て
し
ま
い
、
実
際
に
告
訴
を
受
理
し
て
捜
査
を
開
始
し
て

い
る
事
案
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
、
非
専
門
家
で
あ
る
告
訴
人
が
「
一
見
、
犯
罪
の
構
成

要
件
に
該
当
す
る
」
と
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
い
え
、
こ
れ
に
過
失
を
認
め
る
の
は
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
避
け

る
べ
き
で
あ
る
。

他
方
で
、
捜
査
を
す
る
ま
で
も
な
く
犯
罪
の
構
成
要
件
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
そ
の
明
白
性
の
程
度
は
、
通
常
、

告
訴
人
の
過
失
の
有
無
と
正
の
相
関
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
よ
り
厳
密
に
は
、
過
失
判
断
に
お
い
て
は
告
訴
人
を
基
準

と
し
た
明
白
性
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
単
純
な
構
成
要
件
該
当
事
実
以
外
の
法
解
釈
な
ど
の
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
過
失
が
認
め
ら
れ
に
く
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
、「
罪
と
な
ら
ず
」
と
い
う
不
起
訴
裁
定
の
主
文
の
場
合
に
は
、
告
訴
が
受
理
さ
れ
捜
査
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
過
失
判

断
に
重
要
な
意
味
を
も
ち
う
る
。

ま
た
、「
罪
と
な
ら
ず
」
の
不
起
訴
裁
定
の
主
文
で
あ
る
場
合
、
犯
罪
を
構
成
す
る
か
し
な
い
か
は
別
と
し
て
、
事
実
的
な
意
味
で
の
行

為
そ
の
も
の
の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
事
実
に
関
し
て
は
過
失
は
な
く
、
法
的
評
価
に
関
し
て
過
失



明治大学　法律論叢 85巻 2・3号：責了 tex/kurosawa-8523.tex page135 2013/04/04 19:26

135 ――告訴権の濫用的行使と民事不法行為責任（三）――

が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
虚
偽
告
訴
罪
に
関
す
る
議
論
の
よ
う
に
、
法
的
評
価
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
過

失
・
重
過
失
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
論
が
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）「
嫌
疑
な
し
」

不
起
訴
裁
定
の
主
文
を
「
嫌
疑
な
し
」
と
す
る
不
起
訴
処
分
は
、「
被
疑
事
実
に
つ
き
、
被
疑
者
が
そ
の
行
為
者
で
な
い
こ
と
が
明
白
な

と
き
、
又
は
犯
罪
の
成
否
を
認
定
す
べ
き
証
拠
の
な
い
こ
と
が
明
白
な
と
き
に
す
る
処
分
を
い
う
」。「
す
な
わ
ち
、
被
疑
者
が
人
違
い
で

あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
と
き
、
又
は
被
疑
者
が
そ
の
行
為
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、
若
し
く
は
被
疑
者
の
行
為
が
犯
罪
に
当
た
る
か
ど

う
か
の
点
に
つ
い
て
認
定
す
べ
き
証
拠
が
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
と
き
に
は
、「
嫌
疑
な
し
」
と
裁
定
す
る
。
（
257
）
　
」
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
人
違
い
で
あ
る
こ
と
が
明
白
「
に
な
っ
た
」
場
合
や
証
拠
が
な
い
こ
と
が
明
白
「
に
な
っ
た
」
場
合
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

捜
査
に
よ
っ
て
「
嫌
疑
な
し
」
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
嫌
疑
な
し
」
と
い
う
不
起
訴

裁
定
の
主
文
は
あ
く
ま
で
捜
査
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
告
訴
の
当
時
に
告
訴
人
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に

は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
３
）「
嫌
疑
不
十
分
」

不
起
訴
裁
定
の
主
文
を
「
嫌
疑
不
十
分
」
と
す
る
不
起
訴
処
分
は
、「
被
疑
事
実
に
つ
き
、
犯
罪
の
成
立
を
認
定
す
べ
き
証
拠
が
不
十
分

な
と
き
に
す
る
処
分
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
被
疑
者
が
そ
の
行
為
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
又
は
そ
の
行
為
が
犯
罪
に
当
た
る
こ
と
に
つ

き
、
こ
れ
を
認
定
す
べ
き
証
拠
が
不
十
分
な
場
合
は
、「
嫌
疑
不
十
分
」
と
裁
定
す
る
。
（
258
）
　
」
と
さ
れ
る
。

ま
ず
、
そ
も
そ
も
、
前
述
（
一
）
手
続
の
進
行
段
階
や
行
使
主
体
に
相
応
し
た
嫌
疑
の
程
度
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

他
方
で
、
仮
に
虚
偽
で
は
な
い
告
訴
で
あ
っ
た
場
合
、
捜
査
機
関
・
訴
追
機
関
が
組
織
的
・
専
門
的
な
知
識
、
能
力
、
経
験
を
駆
使
し

て
捜
査
を
行
っ
て
も
な
お
嫌
疑
な
い
し
証
拠
が
不
十
分
と
い
う
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
告
訴
を
す
る
段
階
で
、
犯
罪
が
成
立
す
る
の
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か
否
か
に
関
し
て
、
捜
査
機
関
・
訴
追
機
関
以
上
の
調
査
・
確
認
を
し
て
、
捜
査
機
関
・
訴
追
機
関
以
上
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
一
般

市
民
に
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
組
織
的
な
調
査
能
力
を
も
た
な
い
弁
護
士
に
も
困
難
で
あ
る
。

６
　
不
起
訴
処
分
後
の
告
訴
人
の
対
応
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

（
一
）
不
起
訴
処
分
後
の
告
訴
人
の
対
応

告
訴
事
件
の
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、「
公
訴
を
提
起
し
、
又
は
こ
れ
を
提
起
し
な
い
処
分
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
告

訴
人
…
…
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
訴
を
取
り
消
し
、
又
は
事
件
を
他
の
検
察
庁
の
検
察
官
に
送
致
し
た
と
き
も
、
同
様
で
あ

る
。」（
刑
訴
法
二
六
〇
条
）。
そ
し
て
、
告
訴
人
等
は
不
起
訴
理
由
の
告
知
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
検
察
官
は
「
速
や
か
に
告
訴
人
、

告
発
人
又
は
請
求
人
に
そ
の
理
由
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
刑
訴
法
二
六
一
条
）。
ま
た
、
職
権
濫
用
罪
等
の
一
定
の
犯
罪
の
場
合

に
は
、
告
訴
人
等
は
付
審
判
請
求
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
法
二
六
二
条
）。
さ
ら
に
、
告
訴
人
等
は
、「
検
察
官
の
公
訴

を
提
起
し
な
い
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
検
察
官
の
属
す
る
検
察
庁
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
検
察
審
査
会
に
そ
の
処
分
の
当
否

の
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
検
察
審
査
会
法
三
〇
条
。
な
お
、
同
法
二
条
も
参
照
。）。

こ
れ
ら
の
制
度
趣
旨
は
、
刑
訴
法
二
六
〇
条
お
よ
び
刑
訴
法
二
六
一
条
の
制
度
趣
旨
に
関
す
る
議
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
検
察
官
の

訴
追
裁
量
を
適
正
化
す
る
と
い
う
公
的
な
視
点（259
）
　
と
、
捜
査
・
訴
追
手
続
に
お
い
て
犯
罪
被
害
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
犯
罪
被
害
者
の
権
利

を
保
護
し
よ
う
と
す
る
視
点
の
二
つ
が
あ
り（260
）
　
、
か
つ
、
両
者
の
視
点
は
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
併
存
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る（261
）
　
。

そ
し
て
、
不
起
訴
の
場
合
だ
け
で
な
く
起
訴
や
他
の
検
察
庁
の
検
察
官
へ
の
事
件
の
送
致
の
場
合
も
通
知
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
刑
訴
法
二
六
〇
条
）、
起
訴
・
不
起
訴
処
分
等
の
通
知
は
検
察
官
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
法
二
六
〇
条
）
の
に
対
し
、
不
起
訴
処
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分
の
理
由
の
告
知
に
つ
い
て
は
理
由
告
知
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
み
の
条
件
付
義
務
で
あ
る
こ
と
（
刑
訴
法
二
六
一
条
）
か
ら
、
犯
罪

被
害
者
の
意
思
の
尊
重
お
よ
び
犯
罪
被
害
者
の
権
利
の
保
護
と
い
う
視
点
を
第
一
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る（262
）
　
。

他
方
で
、
告
訴
人
は
、
公
訴
の
提
起
が
あ
る
ま
で
告
訴
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
法
二
三
七
条
一
項
）。

（
二
）
告
訴
人
の
対
応
と
告
訴
の
法
的
評
価
へ
の
影
響

以
上
の
よ
う
な
①
不
起
訴
理
由
の
告
知
の
請
求
（
刑
訴
法
二
六
一
条
）、
②
付
審
判
請
求
（
刑
訴
法
二
六
二
条
）、
③
検
察
審
査
会
へ
の

審
査
申
立
て
（
検
察
審
査
会
法
三
〇
条
）、
④
告
訴
の
取
消
し
（
刑
訴
法
二
三
七
条
一
項
）
は
、
告
訴
人
の
対
応
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
対
応
を
告
訴
人
が
と
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
と
ら
な
い
こ
と
は
、
告
訴
の
法
的
評
価
に
影
響
を
与
え
る
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
裁
判
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
告
訴
・
告
発
と
検
察
審
査
会
へ
の
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
は
、

【
　13　
】
千
葉
地
館
山
支
判
昭
四
三
・
一
・
二
五
お
よ
び
【
　21　
】
大
阪
地
判
昭
六
〇
・
八
・
七
に
お
い
て
、
若
干
の
言
及
が
み
ら
れ
る
（
な
お
、

民
事
訴
訟
と
の
関
係
で
は
、【
　30　
】
東
京
地
判
平
一
四
・
一
二
・
三
も
参
照
）。

ま
ず
、【
　13　
】
千
葉
地
館
山
支
判
昭
四
三
・
一
・
二
五
の
事
案
で
は
、
告
訴
事
件
が
嫌
疑
不
十
分
（
証
拠
不
十
分
）
に
よ
り
不
起
訴
と
な
っ

た
後
、
代
理
人
弁
護
士
に
よ
り
検
察
審
査
会
へ
の
審
査
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。
検
察
審
査
会
が
告
訴
内
容
の
一
部
で
あ
る
不
動
産
侵
奪
罪

に
つ
い
て
起
訴
相
当
の
決
議
を
し
、
検
察
庁
は
再
捜
査
を
し
た
が
再
び
不
起
訴
処
分
と
し
た
。
同
判
決
は
、「
検
察
審
査
会
が
不
動
産
侵
奪

罪
は
起
訴
相
当
と
決
議
し
た
こ
と
は
法
律
専
門
家
で
な
い
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
審
査
会
と
し
て
は
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と

し
た
う
え
で
、「
被
告
等
の
原
告
等
に
対
す
る
告
訴
や
審
査
申
立
は
客
観
的
に
嫌
疑
が
十
分
で
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、

最
終
的
に
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
し
た
。

次
に
、【
　21　
】
大
阪
地
判
昭
六
〇
・
八
・
七
の
事
案
で
は
、
告
発
に
関
し
て
、
横
領
事
実
は
認
定
で
き
な
い
が
、
告
発
に
至
る
経
緯
・
内
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容
と
「
検
察
審
査
会
に
お
い
て
検
察
庁
に
対
し
初
回
の
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
さ
ら
に
捜
査
を
尽
く
す
べ
き
旨
の
議
決
を
し
て
い
る
こ
と
」

を
考
慮
し
て
、「
真
実
と
信
じ
る
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
し
て
、
過
失
を
否
定
し
た
。

以
上
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
両
判
決
は
、
告
訴
人
・
審
査
申
立
人
の
調
査
義
務
と
の
関
係
で
、
検
察
審
査
会
の
審
査
結
果
を
ど
の
よ
う

に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、【
　13　
】
千
葉
地
館
山
支
判
昭
四
三
・
一
・
二
五
が
、
検

察
審
査
会
が
「
法
律
専
門
家
で
な
い
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う
点
を
、
調
査
義
務
を
肯
定
す
る
根
拠
に
の
み
利
用
し
、
告
訴
人

や
審
査
申
立
人
も
法
律
専
門
家
で
な
い
市
民
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
れ
ら
が
果
た
す
べ
き
調
査
義
務
の
限
定
と
い
う
方
向
で
検
討

を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
調
査
義
務
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
場
合
、
前
述
５
「
不
起
訴
と
告
訴
の
法
的

評
価
へ
の
影
響
」
と
同
様
に
、
手
続
の
進
行
段
階
に
相
応
し
た
嫌
疑
の
程
度
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
①
不
起
訴
理
由
告
知
請
求
、
②
付
審
判
請
求
、
③
検
察
審
査
会
審
査
申
立
て
、
④
告
訴
の
取
消

し
が
、
告
訴
の
法
的
評
価
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
①
不
起
訴
理
由
告
知
請
求
、
②
付
審
判
請
求
、
③
検
察
審
査
会
審
査
申
立
て
は
、
告
訴
な
い
し
そ
の
意
思
を
維
持

す
る
方
向
で
の
対
応
で
あ
り
、
④
告
訴
の
取
消
し
は
、
告
訴
お
よ
び
そ
の
意
思
を
撤
回
す
る
方
向
の
対
応
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
①
か
ら

③
の
対
応
が
な
さ
れ
れ
ば
、
告
訴
が
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
④
の
対
応
が
な
さ
れ
れ
ば
、
告
訴
が
正
当
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
認
す

る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
か
ら
③
の
対
応
そ
れ
の
み
か
ら
は
、
告
訴
を
申
し
立
て
た
段
階
の
無
過
失
等
を
直
接
推
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
そ
れ
ら
が
告
訴
と
同
様
に
根
拠
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
②
お
よ
び

③
の
対
応
の
時
点
で
相
応
な
調
査
・
確
認
を
し
て
そ
の
対
応
が
正
当
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
な
ら
ば
、
告
訴
の
申
立
て
も
正
当
な
も
の
で

あ
る
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
対
応
そ
の
も
の
か
ら
の
推
認
の
問
題
で
は
な
く
、
調
査
・
確
認
義
務
の
段
階
的
拡
大
の

帰
結
で
あ
る
。
な
お
、
①
の
対
応
は
、
不
起
訴
理
由
の
告
知
が
限
定
的
に
な
さ
れ
て
い
る
現
在
の
実
務
を
前
提
と
す
れ
ば
、
被
告
訴
人
の
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新
た
な
不
利
益
・
負
担
は
通
常
想
定
で
き
ず
、
調
査
・
確
認
義
務
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
①
の
対
応
は
、
そ
の
対
応
を
認

識
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
と
も
に
、
正
当
な
告
訴
人
の
通
常
想
定
さ
れ
る
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
①
の
対
応
を
行
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
目
的
の
正
当
性
に
関
し
て
、
当
初
の
告
訴
の
正
当
性
を
肯
定
す
る
方
向
で
の
一
つ
の

判
断
資
料
と
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
①
の
対
応
を
行
わ
な
い
者
に
不
利
益
な
推
認
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
対
応
は
犯
罪
被
害
者
の
権
利
で
あ
り
義
務
で
は
な
い
と
と
も
に
、
例
外
的
に
何
ら
か
の
理
由
か
ら
①
の
対
応
を
行
わ
な
い
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
④
告
訴
の
取
消
し
と
い
う
対
応
が
と
ら
れ
る
理
由
は
、
実
際
上
は
、
示
談
の
成
立
等
に
よ
る
場
合
も

多
い（263
）
　
。
ま
た
、
告
訴
の
取
消
し
の
理
由
が
告
訴
の
前
提
事
実
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
事
後
に
発
覚
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
、
本
論
文
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
告
訴
申
立
て
の
正
当
性
・
違
法
性
に
関
す
る
「
行
為
時
判
断
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
調
査
・

確
認
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
直
接
推
認
す
る
事
情
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

７
　
立
証
責
任
の
所
在

（
一
）
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
一
般
的
な
立
証
責
任
論

民
事
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
に
関
し
て
は
、
法
律
要
件
分
類
説
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
。
こ
の
法
律
要
件
分
類
説
の
内
容
は
、
①
権

利
の
発
生
を
定
め
る
規
定
（
権
利
根
拠
規
定
・
権
利
発
生
規
定
）
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
は
、
そ
の
権
利
の
発
生
を
主
張
す
る
者
が
立

証
責
任
を
負
う
。
②
い
っ
た
ん
発
生
し
た
権
利
の
消
滅
を
定
め
る
規
定
（
権
利
消
滅
規
定
）
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
は
、
そ
の
権
利
の

消
滅
を
主
張
す
る
者
が
立
証
責
任
を
負
う
。
③
権
利
根
拠
規
定
に
基
づ
く
法
律
効
果
の
発
生
の
障
害
と
な
る
規
定
（
権
利
障
害
規
定
）
の

要
件
に
該
当
す
る
事
実
は
、
法
律
効
果
の
発
生
を
争
う
者
が
立
証
責
任
を
負
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
外
と
し
て
、
条
文
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に
「
但
書
」
が
あ
る
と
き
は
、
但
書
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
は
、
条
文
不
適
用
の
要
件
と
し
て
、
相
手
方
が
立
証
責
任
を
負
う
（
立
証

責
任
の
転
換（264
）
　
）。

以
上
を
前
提
と
す
る
と
、
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
、
故
意
・
過
失
、
権
利
・
利
益
の
侵
害
（
違
法

性
）、
損
害
の
発
生
、
因
果
関
係
に
該
当
す
る
事
実
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
原
告
側
が
立
証
責
任
を
負
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

責
任
無
能
力
、
違
法
性
阻
却
事
由
・
不
法
行
為
責
任
阻
却
事
由
・
免
責
事
由
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
て
い
る
被
告
側
が
挙

証
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
窪
田
充
見
は
、
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
論
は
あ
ま
り
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
意
識
さ

れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
の
再
整
理
を
試
み
る（265
）
　
。
特
に
本
論
文
と
関
係
す
る
具
体
例
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、

ま
ず
、
過
失
判
断
の
前
提
と
な
る
行
為
義
務
の
問
題
が
あ
る（266
）
　
。
ま
た
、
名
誉
毀
損
を
め
ぐ
る
不
法
行
為
訴
訟
に
お
い
て
は
、
真
実
性
の
抗

弁
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
相
当
性
の
抗
弁
に
よ
っ
て
故
意
・
過
失
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
判
例
理
論
に
つ
い
て
、
過
失
の
成
否

（
違
法
性
）
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
、
請
求
原
因
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
抗
弁
の
レ
ベ
ル
で
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る（267
）
　
。
他
方
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
め
ぐ
る
不
法
行
為
訴
訟
に
お
い
て
は
、
請
求
原
因
事
実
た
る
権
利
侵
害
な
い
し
損
害
の
レ
ベ

ル
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
名
誉
に
比
べ
て
具
体
的
内
容
が
確
立
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、

表
現
の
自
由
と
い
う
対
抗
価
値
と
の
衡
量
に
お
い
て
、
そ
の
利
益
の
要
保
護
性
が
弱
ま
る
と
い
う
実
質
的
な
価
値
判
断
が
あ
る
と
推
測
し

て
い
る（268
）
　
。

（
二
）
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
の
事
案
を
め
ぐ
る
立
証
責
任
論

以
上
の
よ
う
な
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
論
は
、
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
の
事
案
で
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
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ろ
う
か
。

ま
ず
、
窪
田
の
指
摘
に
あ
っ
た
過
失
判
断
の
前
提
と
な
る
行
為
義
務
の
問
題
と
し
て
、
告
訴
を
め
ぐ
る
不
法
行
為
訴
訟
で
は
、
調
査
・

確
認
義
務
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
が
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
検
討
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

よ
り
問
題
が
大
き
い
の
は
、
真
実
性
の
抗
弁
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
相
当
性
の
抗
弁
に
よ
っ
て
故
意
・
過
失
が
阻
却
さ
れ
る
と

い
う
、
名
誉
毀
損
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
の
援
用
の
可
否
で
あ
る
。
本
論
文
三
２
（
二
）（
１
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
の
重
要
度

が
特
に
強
調
さ
れ
る
場
合
に
、
真
実
性
の
証
明
の
程
度
を
緩
和
す
る
見
解（269
）
　
や
、
原
告
で
あ
る
公
人
に
立
証
責
任
の
転
換
を
図
ろ
う
（
犯
罪

報
道
と
の
関
係
で
、
自
ら
望
ん
で
そ
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
は
な
い
被
疑
者
の
場
合
は
、
立
証
責
任
は
転
換
さ
れ
な
い
）
と
す
る
見
解（270
）
　
が

あ
る
。
特
に
被
疑
者
と
い
う
地
位
を
ど
う
考
慮
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
犯
罪
報
道
な
ど
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
と
被
害
者
等
が
告
訴
を

す
る
場
面
と
を
同
列
に
論
じ
て
、
告
訴
の
場
合
に
立
証
責
任
の
転
換
（
す
な
わ
ち
、
原
告
で
あ
る
被
告
訴
人
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
こ

と
）
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
早
計
で
あ
り
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
問
題
は
、
前
述
（
一
）
で
の
窪
田
の
分
析
を
参
考
に
す
る
と
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
（
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
立
証
責
任
の
転
換
を
問

題
と
す
べ
き
場
面
な
の
か
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
際
の
訴
訟
で
の
立
証
責
任
の
運
用
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
点
が
最
も
鮮
明
に
手
続
に
現
れ
、

判
決
内
容
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
裁
判
例
と
し
て
、【
　35　
―
２
】
東
京
高
判
平
二
三
・
一
二
・
一
四
（
原
審
【
　35　
】
長
野
地
上

田
支
判
平
二
三
・
一
・
一
四
）
が
あ
る
。
当
該
事
件
で
の
争
点
の
う
ち
、
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

「
１
　
本
件
告
訴
は
、
原
告
に
対
す
る
関
係
で
不
法
行
為
と
な
る
か
否
か
（
争
点
１
・
本
件
告
訴
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
否
）。」

「
４
　
仮
に
、
本
件
告
訴
…
…
に
係
る
各
摘
示
事
実
…
…
が
、
原
告
に
対
す
る
名
誉
毀
損
に
当
た
る
場
合
、
そ
の
名
誉
毀
損
の
違
法
性
が
否
定
さ
れ
る
と

の
被
告
等
の
抗
弁
は
次
の
各
点
か
ら
し
て
認
め
ら
れ
る
か
否
か
（
争
点
４
・
被
告
ら
の
名
誉
毀
損
に
関
す
る
抗
弁
の
成
否
）。

（1）
　
被
告
ら
に
よ
る
名
誉
毀
損
行
為
は
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
関
わ
り
、
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
が
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
。
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（2）
　
本
件
告
訴
等
に
係
る
各
摘
示
事
実
は
、
真
実
か
否
か
。

（3）
　
仮
に
前
記
（2）
に
お
い
て
、
本
件
告
訴
等
に
係
る
各
摘
示
事
実
が
真
実
で
な
い
に
し
て
も
、
被
告
ら
に
は
、
前
記
各
摘
示
事
実
が
真
実
で
あ
る
と
信

じ
る
に
つ
き
相
当
な
理
由
が
あ
る
か
否
か
。」

「
５
　
被
告
Y2
〔
告
訴
任
意
代
理
人
弁
護
士
〕
の
行
為
に
つ
い
て
正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
か
否
か
（
争
点
５
）」

ま
ず
、
当
該
判
決
は
、
争
点
１
・
本
件
告
訴
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
否
に
関
し
て
、「
告
訴
は
、
そ
れ
を
受
け
た
者
の
名
誉
等
を
著
し
く

損
な
い
、
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
定
人
を
告
訴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
実
関
係
の
慎
重
な
調
査
を

要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
犯
罪
の
嫌
疑
を
か
け
る
の
に
相
当
な
客
観
的
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
確
認
せ
ず
に
告
訴
を
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
相
手
方
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
（
原
審
の
判
断
を
維
持
）。
こ
こ
で
は
、
過
失
に
関
し

て
、
事
実
関
係
の
慎
重
な
調
査
義
務
と
相
当
な
客
観
的
根
拠
の
確
認
義
務
を
想
定
し
、
そ
の
調
査
・
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
を
過
失
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
問
題
は
、
本
件
の
判
決
理
由
に
み
ら
れ
る
具
体
的
検
討
方
法
が
、
調
査
・
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
原
告
側
に
よ
る

立
証
と
い
う
よ
り
は
、
慎
重
な
調
査
と
相
当
な
確
認
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
被
告
側
に
よ
る
立
証
が
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
原
告
側
に
よ
る
主
張
・
立
証
の
検
討
で
は
な
く
、
被
告
側
に
よ
る
主
張
・
立
証
の
検
討
が
、
裁
判
所

に
よ
る
争
点
に
関
す
る
判
断
の
最
初
に
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
立
証
責
任
論
の
本
則
に
従
え
ば
、
調

査
・
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
原
告
側
に
よ
る
主
張
・
立
証
の
検
討
が
中
心
に
す
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
と
と
も
に
、
こ

の
場
面
で
立
証
責
任
論
の
本
則
を
修
正
す
べ
き
理
由
も
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
判
例
に
は
特
別
な
言
及
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
当
該
判
決
は
、
争
点
４
・
被
告
ら
の
名
誉
毀
損
に
関
す
る
抗
弁
の
成
否
に
関
し
て
、「
名
誉
毀
損
行
為
に
つ
い
て
は
、
摘
示
さ
れ

た
事
実
が
公
共
の
利
害
に
係
り
、
も
っ
ぱ
ら
公
益
を
図
る
目
的
に
出
た
場
合
に
は
、
摘
示
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
と
き
に
は
同
行
為
に
は
違
法
性
が
な
く
、
ま
た
、
同
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
行
為
者
に
お
い
て
、
同

事
実
を
真
実
と
信
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
同
行
為
者
に
は
故
意
又
は
過
失
が
な
く
、
結
局
不
法
行
為
は
成
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立
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
（
原
審
の
判
断
を
維
持
）。
こ
れ
は
、
窪
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
過
失
（
違
法
性
）
の
成

否
の
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
、
抗
弁
の
レ
ベ
ル
で
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
被
告
側
に
立
証
責
任
の

転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
、
真
実
性
の
抗
弁
と
相
当
性
の
抗
弁
は
、
告
訴
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
関
す

る
抗
弁
と
し
て
援
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
実
性
の
抗
弁
と
相
当
性
の
抗
弁
は
、
そ
の
理
論
的
根

拠
の
少
な
く
と
も
一
部
が
刑
法
二
三
〇
条
の
二
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
免
責
の
対
象
と
な
る
行
為
は
、「
公
然
と
事
実
を

摘
示
」
す
る
表
現
行
為
で
あ
り
、
憲
法
二
一
条
一
項
の
表
現
の
自
由
の
保
障
の
観
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る（271
）
　
。
こ
れ
に
対
し
て
、

告
訴
は
、
そ
の
よ
う
な
公
然
性
は
想
定
さ
れ
ず
、
本
来
で
あ
れ
ば
名
誉
侵
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
捜
査
機
関
等
の
対
応
が
な
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
（
本
論
文
二
１
《
Ｂ
》
を
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
告
訴
の
場
合
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
法
令
行
為
・
正
当
行
為
と
し

て
の
違
法
性
阻
却
・
免
責
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
令
行
為
・
正
当
行
為
と
し
て
の
違
法
性
阻
却
・
免
責
の
場
面
に
お
い
て
、
ま

さ
に
告
訴
の
趣
旨
・
目
的
が
正
面
か
ら
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
本
論
文
二
１
で
示
し
た
考
慮
す
べ
き
二
つ
の
観
点
の
う
ち

の
一
つ
で
あ
る
「《
Ａ
》
告
訴
制
度
の
趣
旨
・
目
的
（
違
法
性
阻
却
）」
の
、
民
事
実
体
法
お
よ
び
民
事
手
続
法
の
観
点
か
ら
み
た
本
来
の

位
置
づ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
当
該
判
決
は
、
争
点
５
の
正
当
業
務
行
為
の
成
否
に
関
し
て
、「
一
般
に
、
弁
護
士
は
、
依
頼
者
の
依
頼
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
、

委
任
さ
れ
た
法
律
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
依
頼
者
の
依
頼
内
容
が
公
序
良
俗
に
違
反
し
明
白
に
違
法
な
場
合
や
、

そ
の
依
頼
内
容
を
実
現
す
る
と
違
法
な
結
果
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
弁
護
士
に
悪
意
又
は
重
過
失
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
等

の
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
は
、
弁
護
士
が
依
頼
者
の
依
頼
に
よ
っ
て
行
っ
た
行
為
は
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
当
該
弁
護
士
に
つ
い
て

は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
す
る
（
原
審
の
判
断
を
維
持
）。
こ
こ
で
は
、
依
頼
者
の
依
頼
の
趣
旨
に
沿
う

よ
う
委
任
さ
れ
た
法
律
事
務
を
処
理
し
た
こ
と
を
、
被
告
側
が
主
張
・
立
証
す
べ
き
事
実
と
な
る
。
他
方
で
、
依
頼
者
の
依
頼
内
容
が
公
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序
良
俗
に
違
反
し
明
白
に
違
法
な
こ
と
、
あ
る
い
は
、
依
頼
内
容
を
実
現
す
る
と
違
法
な
結
果
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
弁
護
士
に

悪
意
又
は
重
過
失
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
、
原
告
側
が
主
張
・
立
証
す
べ
き
事
実
と
な
る
。
し
か
し
、
当
該
判
決
は
、
こ
の
後
者
の
よ
う
な

原
告
側
の
主
張
・
立
証
を
そ
も
そ
も
前
提
に
置
か
ず
に
重
過
失
を
認
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。

〔
未
完
〕

※
　
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）（
課
題
番
号2
1
7
3
0
0
6
6

「
告
訴
権
・
親
告
罪
制
度
か
ら
み
た
犯
罪
被
害
者
と
刑

事
司
法
過
程
と
の
関
係
の
あ
り
方
」）
の
助
成
に
よ
る
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
日
脱
稿
〕

注（
135
）

ド
イ
ツ
以
外
の
諸
外
国
で
の
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

（
136
）

特
に
、シ
ュ
プ
リ
ー
ゲ
ル
に
よ
る『
意
思
自
由
と
告
訴
権
に
お
け
る
権
利
濫
用
』（W

ilfried
S
p
riegel,

W
illen
sfreih

eit
u
n
d
R
ech
tsm
issb
ra
u
ch

im
S
tra
fa
n
tra
g
srech

t,
2
0
0
3

）
は
、
被
害
者
の
意
思
自
由
が
告
訴
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
制
限
さ
れ
う
る
か
、
ま
た
、
告
訴
権
の
行
使
が
権
利
濫

用
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
う
る
か
否
か
を
検
討
し
た
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
最
も
包
括
的
な
研
究
書
（
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
博
士
学
位
論
文
）
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
告
訴
権
に
つ
い
て
、
親
告
罪
に
お
い
て
告
訴
を
し
な
い
場
合
の
機
能
（
消
極
的
機
能
）
を
中
心
に
据
え
た
論
考
で
あ
る
（v

g
l.

S
p
riegel,

a
.a
.O
.,
S
.2
1
ff
.,
S
.7
8
ff
.

）
た
め
、
本
論
文
と
の
関
係
で
は
直
接
的
に
は
検
討
対
象
を
異
に
す
る
。

（
137
）

以
上
に
つ
い
て
、
条
文
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
五
八
条
（
通
報
お
よ
び
告
訴
・
告
発
）、
一
六
〇
条
一
項
（
通
報
等
に
よ
る
事
実
関
係
究
明
義

務
）、
一
七
一
条
（
告
訴
人
・
告
発
人
に
対
す
る
通
知
）、
四
六
九
条
（
通
報
者
の
費
用
負
担
義
務
）・
四
七
〇
条
（
親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
取
消
し
の

場
合
の
費
用
負
担
義
務
）、
ド
イ
ツ
刑
法
七
七
条
（
親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
権
者
）
等
を
参
照
。
ま
た
、
各
概
念
の
相
互
関
係
に
関
す
る
説
明
と
し

て
、V

o
lker

E
rb,
in
:
L
ö
w
e-R
o
sen
b
erg
,
S
tP
O
G
ro
ß
k
o
m
m
en
ta
r,
B
d
.5
,
2
6
.
A
u
fl
.,
2
0
0
7
,§1
5
8
R
n
.1
,
R
n
.7
f.,
R
n
.2
4
;
K

irsten

G
ra

a
lm

a
n
n
-S

ch
eerer,

in
L
ö
w
e-R
o
sen
b
erg
,
S
tP
O
G
ro
ß
k
o
m
m
en
ta
r,
B
d
.5
,
2
6
.
A
u
fl
.,
2
0
0
7
,§1
7
1
R
n
.2

等
を
参
照
。
な
お
、

拙
稿
「
任
意
代
理
人
に
よ
る
告
訴
と
被
害
者
支
援
思
想
」
法
律
論
叢
八
四
巻
二
・
三
合
併
号
（
上
井
長
久
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
）（
二
〇
一
二
年
）

二
六
二
頁
お
よ
び
注
（
33
）
も
参
照
。
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（
138
）

拙
稿
「
告
訴
権
の
歴
史
的
発
展
と
現
代
的
意
義
」
法
学
研
究
論
集
一
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
頁
。
な
お
、
拙
稿
「
犯
罪
被
害
者
と
刑
事
司
法
過

程
と
の
関
係
の
あ
り
方
―
―
告
訴
・
親
告
罪
制
度
を
参
考
に
し
て
―
―
」
被
害
者
学
研
究
一
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
139
）

L
u
tz

M
ey

er-G
o
ß
n
er,
S
tP
O
K
u
rz-K

o
m
m
en
ta
r,
5
5
.
A
u
fl
.,
2
0
1
2
,§1
6
0
R
n
.9
.

（
140
）

全
体
像
に
つ
い
て
、E

rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),§1

5
8
R
n
.1
0
;
W

o
lfga

n
g

W
o
h
lers,

in
:
J
ü
rg
en
W
o
lter
(H
rsg
.),
S
y
stem

a
tisch

er

K
o
m
m
en
ta
r
zu
r
S
tP
O
,
B
d
.3
,
4
.
A
u
fl
.,
2
0
1
1
,§1
5
8
R
n
.3
0

等
を
参
照
。

（
141
）

ド
イ
ツ
刑
法
一
六
四
条
一
項
に
登
場
す
る
「A

n
zeig
e

」
も
、
当
該
条
項
の
中
で
の
登
場
の
仕
方
は
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
通
報
・
申
告
と
告
訴
の
両

者
を
含
む
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（V

g
l.

J
a
n

Z
o
p
f,
in
:
K
la
u
s
M
ieb
a
ch
(H
rsg
.),
M
ü
n
ch
en
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
S
tG
B
,
B
d
.3
,

2
.
A
u
fl
.,
2
0
1
2
,§1
6
4
R
n
.2
0

）。

（
142
）

V
g
l.

E
rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),§1

5
8
R
n
.1
0
.

（
143
）

L
G
H
eid
elb
erg
,
U
rt.
v
.
1
6
.1
2
.1
9
7
5
,
A
n
w
B
l.
1
9
7
7
2
3
.
V
g
l.

E
rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),§1

5
8
R
n
.1
0
.

（
144
）

V
g
l.

T
h
o
m

a
s

F
isch

er,
S
tG
B
K
u
rz-K

o
m
m
en
ta
r,
5
9
.
A
u
fl
.,
2
0
1
2
,§1
6
4
R
n
.1
2
;
W

o
lfga

n
g

R
u
ß
,
in
:
L
a
u
fh
ü
tte/

S
a
a
n
/

T
ied
em
a
n
n
(H
rsg
.),
L
eip
zig
er
K
o
m
m
en
ta
r
S
tG
B
G
ro
ß
k
o
m
m
en
ta
r,
B
d
.6
,
1
2
.
A
u
fl
.,
2
0
1
0
,§1
6
4
R
n
.2
8
ff
.

（
145
）

V
g
l.

E
ric

H
ilgen

d
o
rf,
in
:
L
a
u
fh
ü
tte/

S
a
a
n
/
T
ied
em
a
n
n
(H
rsg
.),
L
eip
zig
er
K
o
m
m
en
ta
r
S
tG
B
G
ro
ß
k
o
m
m
en
ta
r,

B
d
.6
,
1
2
.
A
u
fl
.,
2
0
1
0
,§1
8
7
R
n
.4
.

（
146
）

本
文
の
よ
う
に
「g
u
tg
lä
u
b
ig

」
の
文
言
を
用
い
て
い
る
の
は
、E

rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),§1

5
8
R
n
.1
0

で
あ
る
。

（
147
）

V
g
l.

E
rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),

§1
5
8
R
n
.1
0
;

H
ein

z
M

ü
ller-D

ietz,
S
ch
a
d
en
sersa

tz
b
ei
erfo
lg
lo
ser
S
tra
fa
n
zeig
e?
,
in
:

H
a
n
s-H
ein
rich

J
esch
eck
/
T
h
eo
V
o
g
ler
(H
rsg
.),
F
estsch

rift
fü
r
H
erb
ert
T
rö
n
d
le
zu
m
7
0
.
G
eb
u
rtsta

g
a
m
2
4
.
A
u
g
u
st

1
9
8
9
,
1
9
8
9
,
S
.5
7
8
ff
.

（
148
）

F
isch

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
4
),§1

9
3
,
R
n
.3
2
.

（
149
）

F
isch

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
4
),§1

9
3
,
R
n
.3
2
.

　
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
五
八
条
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
、
通
報
・
申
告
者
は
、
通

報
・
申
告
す
る
所
為
が
着
手
さ
れ
た
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
嫌
疑
で
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
（E

rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),

§1
5
8
R
n
.9
a

）
が
見
受
け
ら
れ
る
。
な
お
、
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
九
七
年
一
月
二
一
日
決
定
（O

L
G
K
ö
ln
,
B
esch
l.
v
.
2
1
.1
.1
9
9
7
,

N
J
W
9
7
,
1
2
4
7

）
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
九
三
条
に
よ
る
正
当
化
は
、
通
報
・
申
告
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
行
為
者

が
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
嫌
疑
を
故
意
に
真
実
で
な
い
事
実
の
主
張
に
よ
っ
て
裏
付
け
よ
う
と
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
旨
の
判
示
を
し
て
い
る
。
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（
150
）

V
g
l.

E
rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),§1

5
8
R
n
.1
0
.

（
151
）

V
g
l.

W
o
h
lers,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
0
),§1

5
8
R
n
.3
0
.

（
152
）

判
例
と
し
て
、B

V
erfG

,
B
esch
l.
v
.
2
5
.2
.1
9
8
7
,
B
V
erfG

E
7
4
,
2
5
7

を
参
照
。
学
説
と
し
て
、C

la
u
s

R
o
xin

/
B
ern

d
S
h
ü
n
em

a
n
n
,

S
tra
fv
erfa
h
ren
srech

t,
2
7
.
A
u
fl
.,
2
0
1
2
,§3
9
R
n
.5
[S
.3
1
5
]

を
参
照
。

（
153
）

R
o
xin

/
S
h
ü
n
em

a
n
n
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
5
2
),§3

9
R
n
.5
[S
.3
1
5
].

（
154
）

V
g
l.

W
o
h
lers,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
0
),§1

5
8
R
n
.3
0
.

（
155
）

M
ü
ller-D

iez,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
0
f.;

E
rb,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
3
7
),

§1
5
8
R
n
.9
a
;

W
o
h
lers,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
0
),

§1
5
8

R
n
.3
0
.

（
156
）

W
o
h
lers,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
0
),§1

5
8
R
n
.3
0
.

（
157
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
6
7
ff
.

な
お
、K

la
u
s
H

o
p
t,
S
ch
a
d
en
sersa

tz
a
u
s
u
n
b
erech

tig
ter
V
erfa
h
ren
sein
leitu

n
g
,

1
9
6
8
,
S
.1
–
3
3
6

は
、
こ
こ
で
の
検
討
課
題
を
含
め
て
最
も
多
角
的
に
検
討
を
加
え
（
英
米
仏
と
の
比
較
法
的
検
討
の
ほ
か
、
狭
義
の
民
法
・
民
事
訴

訟
法
・
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
に
と
ど
ま
ら
な
い
様
々
な
法
律
分
野
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
）、
そ
の
後
の
判
例
や
学
説
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
、

極
め
て
歴
史
的
意
義
の
大
き
い
研
究
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
そ
の
書
評
と
し
て
書
か
れ
たH

erm
a
n
n

W
eitn

a
u
er,
S
ch
a
d
en
sersa

tz
a
u
s

u
n
b
erech

tig
ter
V
erfa
h
ren
sein
leitu

n
g
,
A
cP
1
7
0
(1
9
7
0
),
S
.4
3
7
–
4
5
0

も
、
書
評
に
と
ど
ま
ら
な
い
学
術
的
意
義
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ

る
）。
た
だ
し
、
同
書
（
お
よ
び
そ
の
書
評
）
は
、
本
文
で
紹
介
す
る
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
指
導
的
判
例
で
あ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
七
年
二

月
二
五
日
決
定
以
前
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
刊
か
ら
四
〇
年
以
上
経
っ
て
い
る
た
め
、
本
論
文
で
は
そ
の
詳
細
な
検
討
は
割
愛
す
る
。

（
158
）

B
V
erfG

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
5
2
),
B
V
erfG

E
7
4
,
2
5
7
.

（
159
）

決
定
原
文
の
ほ
か
、
適
切
な
要
約
と
し
て
、M

ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
6
8
f.

も
参
照
。

（
160
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
6
9
.

（
161
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
6
9
f.

（
162
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
0
.

（
163
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
3
.1
0
.1
9
6
1
,
B
G
H
Z
3
6
,
1
8
.

（
164
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
2
4
.1
0
.1
9
6
1
(1
4
.1
1
.1
9
6
1
),
J
Z
1
9
6
2
,
4
8
6
.

　
な
お
、
書
誌
に
よ
っ
て
判
決
日
付
が
異
な
る
表
記
と
な
っ
て
い
る
。

（
165
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
0
f.
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（
166
）

B
G
H
J
Z
1
9
6
2
,
4
8
6
,
4
8
8
.
V
g
l.

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
1
.

（
167
）

F
ritz

B
a
u
r,
A
n
m
erk
u
n
g
-
B
G
H
,
U
rt.
v
.
3
.1
0
.1
9
6
1
,
J
Z
1
9
6
2
,
S
.9
5
f.,
S
.9
6
.

（
168
）

H
erm

a
n
n

W
eitn

a
u
er,
A
n
m
erk
u
n
g
-
B
G
H
,
U
rt.
v
.
2
4
.1
0
.1
9
6
1
,
J
Z
1
9
6
2
,
S
.4
8
9
ff
.,
S
.4
9
1
.

（
169
）

H
o
p
t,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
5
7
),
S
.1
6
5
ff
.,
S
.1
9
1
f.

（
170
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
2
.

（
171
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
1
3
.3
.1
9
7
9
,
B
G
H
Z
7
4
,
9
.

（
172
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
1
2
.2
.1
9
8
5
,
N
J
W
1
9
8
5
,
1
6
2
1
.

（
173
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
2
3
.5
.1
9
8
5
,
B
G
H
Z
9
5
,
1
0
.

（
174
）

L
G
E
ssen
,
U
rt.
v
.
1
0
.6
.1
9
8
3
,
A
n
w
B
l.
1
9
8
4
,
9
6
.

（
175
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
1
0
.6
.1
9
8
6
,
N
J
W
1
9
8
6
,
2
5
0
2
.

（
176
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
3
ff
.

（
177
）

以
上
の
判
例
の
紹
介
・
分
析
に
つ
い
て
、M

ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
3
ff
.

を
参
照
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
判
例
に
つ
い
て
の
詳

細
な
検
討
は
、
本
論
文
の
当
面
の
目
的
を
超
え
る
た
め
、
割
愛
す
る
。

（
178
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
5
.

（
179
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
5
ff
.

（
180
）

V
g
l.

E
rn

st
H

elle,
D
er
S
ch
u
tz
d
er
p
ersö
n
lich
en
E
h
re
u
n
d
d
es
w
irtsch

a
ftlich

en
R
u
fes
im
P
riv
a
trech

t,
1
9
5
7
,
S
.1
0
9
ff
.

（
181
）

J
ü
rgen

H
elle,

D
ie
B
eg
ren
zu
n
g
d
es
ziv
ilrech

tlich
en
S
ch
u
tzes

d
er
P
ersö
n
lich
k
eit
u
n
d
d
er
E
h
re
g
eg
en
ü
b
er
Ä
u
ß
eru
n
g
en

in
rech
tlich

g
eo
rd
n
eten

V
erfa
h
ren
,
G
R
U
R
1
9
8
2
,
S
.2
0
7
ff
.;

d
ers.,

D
er
A
u
ssch
lu
ß
p
riv
a
trech

tlich
en
E
h
ren
sch
u
tzes

g
eg
en
ü
b
er
Z
eu
g
en
a
u
ssa
g
en
im
S
tra
fv
erfa
h
ren
,
N
J
W
1
9
8
7
,
S
.2
3
3
.

　
な
お
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
・
デ
ィ
ー
ツ
論
文
は
、
本
文
お
よ
び

参
考
文
献
表
記
に
お
い
て
、「E

rn
st
H
elle

」
と
「J

ü
rg
en
H
elle

」
を
い
ず
れ
も
単
に
「H

elle

」
と
表
記
し
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
182
）

H
o
p
t,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
5
7
),
S
.1
8
2
ff
.,
S
.1
9
1
f.,
S
.2
4
3
ff
.

（
183
）

W
eitn

a
u
er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
5
7
),
S
.4
4
3
ff
.,
S
.4
4
8
.

（
184
）

H
ein

K
ö
tz,
D
elik
tsrech

t,
3
.
A
u
fl
.,
1
9
8
3
,
S
.3
1
0
.

　
な
お
、
同
書
の
最
新
版
は
、H

ein
K

ö
tz/

G
erh

a
rd

W
a
gn

er,
D
elik
tsrech

t,

1
1
.
A
u
fl
.,
2
0
1
0
,
S
.1
7
7
ff
.,
R
n
.4
4
1
ff
.

　
ま
た
、
そ
の
最
新
版
の
邦
訳
と
し
て
、
ハ
イ
ン
・
ケ
ッ
ツ
＝
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
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良
一
＝
中
田
邦
博
監
訳
『
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
一
六
頁
以
下
（
欄
外
番
号
四
四
一
以
下
）〔
和
田
真
一
訳
〕
を
参
照
。

（
185
）

H
a
n
s-J

oa
ch

im
M

erten
s,
in
:
K
u
rt
R
eb
m
a
n
n
/
F
ra
n
z
J
ü
rg
en
S
ä
ck
er
(H
rsg
.),
M
ü
n
ch
en
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
B
G
B
,

B
d
.3
(2
),
2
.
A
u
fl
.,
1
9
8
6
,§8
2
3
R
n
.4
8
2
;
d
ers.,

a
.a
.O
.,§8
2
4
R
n
.5
6

（
な
お
、
同
書
の
最
新
版
で
の
各
条
項
の
注
釈
は
、
分
担
執
筆
者
が
異

な
り
、
執
筆
内
容
の
構
成
も
異
な
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
文
（
四
）
で
触
れ
る
）.V

g
l.

H
elle,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
1
),
G
R
U
R
1
9
8
2
,

S
.2
1
6
;
D

o
ro

th
ee

S
tu

h
r/

H
a
n
s-J

ü
rgen

S
tu

h
r,
R
isik
o
ein
er
S
tra
fa
n
zeig
e
g
eg
en
ein
en
A
rtzt?

,
N
J
W
1
9
8
3
,
S
.3
1
7
ff
.,
S
.3
1
8
.

（
186
）

E
rw

in
D

eu
tsch

,
M
u
tw
illig
e
S
tra
fa
n
zeig
e
g
eg
en
d
en
A
rzt:

E
rsa
tzp
fl
ich
t
d
es
A
n
w
a
lts
o
d
er
P
a
tien
ten
?
,
N
J
W
1
9
8
2
,

S
.6
8
0
ff
.,
S
.6
8
2
.

（
187
）

S
tu

h
r/

S
tu

h
r,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
5
),
S
.3
1
8
.

（
188
）

以
上
の
学
説
の
紹
介
・
分
析
に
つ
い
て
、M

ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
5
ff
.

を
参
照
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
学
説
に
つ
い
て
の
詳

細
な
検
討
は
、
本
論
文
の
当
面
の
目
的
を
超
え
る
た
め
、
割
愛
す
る
。

（
189
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
7
ff
.

（
190
）

R
G
,
U
rt.
v
.
1
2
.1
0
.1
9
3
1
,
R
G
S
t
6
6
,
1
.

（
191
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
8
f.

（
192
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
7
9
.

（
193
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
0
.

（
194
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
1
f.

（
195
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
2
.

（
196
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
2
.

（
197
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
2
.

（
198
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
3
.

（
199
）

M
ü
ller-D

ietz,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
4
7
),
S
.5
8
3
.

（
200
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
7
7
,
R
n
.4
4
2
.

　
ま
た
、
邦
訳
と
し
て
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前

掲
注
（
184
）
二
一
七
頁
（
欄
外
番
号
四
四
二
）〔
和
田
訳
〕
を
参
照
。

（
201
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
2
5
.3
.2
0
0
3
,
B
G
H
Z
1
5
4
,
2
6
9
.
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（
202
）

B
G
H
Z
1
5
4
,
2
6
9
,
2
7
1
.

（
203
）

B
G
H
Z
1
5
4
,
2
6
9
,
2
7
2
f.

（
204
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
7
7
f.,
R
n
.4
4
3
.

　
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前

掲
注
（
184
）
二
一
七
頁
以
下
（
欄
外
番
号
四
四
三
）〔
和
田
訳
〕
を
引
用
し
た
。

（
205
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
7
8
,
R
n
.4
4
3
.

　
邦
訳
と
し
て
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前
掲
注

（
184
）
二
一
七
頁
以
下
（
欄
外
番
号
四
四
三
）〔
和
田
訳
〕
を
参
照
。

（
206
）

B
G
H
(G
S
),
B
esch
l.
v
.
1
5
.7
.2
0
0
5
,
B
G
H
Z
1
6
4
,
1
.

（
207
）

B
G
H
,
U
rt.
v
.
1
6
.1
.2
0
0
9
,
B
G
H
Z
1
7
9
,
2
3
8
.

（
208
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
7
8
,
R
n
.4
4
4
.

　
邦
訳
と
し
て
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前
掲
注

（
184
）
二
一
八
頁
（
欄
外
番
号
四
四
四
）〔
和
田
訳
〕
を
参
照
。

（
209
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
7
8
f.,
R
n
.4
4
5
.

　
邦
訳
に
つ
い
て
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前
掲

注
（
184
）
二
一
八
頁
以
下
（
欄
外
番
号
四
四
五
）〔
和
田
訳
〕
を
引
用
し
た
。

（
210
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
7
9
,
R
n
.4
4
5
.

　
邦
訳
に
つ
い
て
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前
掲
注

（
184
）
二
一
九
頁
（
欄
外
番
号
四
四
五
）〔
和
田
訳
〕
を
引
用
し
た
（
た
だ
し
、〔
　
〕
に
よ
る
原
文
引
用
は
黒
澤
に
よ
る
）。

（
211
）

K
ö
tz/

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.1
8
4
),
S
.1
5
6
ff
.,
R
n
.3
8
6
ff
.

　
邦
訳
と
し
て
、
ケ
ッ
ツ
＝
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
著
／
吉
村
＝
中
田
監
訳
・
前
掲

注
（
184
）
一
八
九
頁
以
下
（
欄
外
番
号
三
八
六
以
下
）〔
木
村
和
成
訳
〕
を
参
照
。

（
212
）

G
erh

a
rd

W
a
gn

er,
in
:
F
ra
n
z
J
ü
rg
en
S
ä
ck
er/
R
o
la
n
d
R
ix
eck
er
(H
rsg
.),
M
ü
n
ch
en
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
B
G
B
,
B
d
.5
,
5
.

A
u
fl
.,
2
0
0
9
,§§8

2
3
–
8
3
8
,§8
3
9
a
–
8
5
3
,
P
ro
d
u
k
th
a
ftu
n
g
sg
esetz.

（
213
）

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.2
1
2
),§8

2
3
R
n
.5
8
6
.

（
214
）

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.2
1
2
),§8

2
3
R
n
.5
8
7
.

（
215
）

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.2
1
2
),§8

2
3
R
n
.5
8
8
.

（
216
）

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.2
1
2
),§8

2
3
R
n
.5
8
8
.

（
217
）

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.2
1
2
),§8

2
3
R
n
.5
9
1
.

（
218
）

W
a
gn

er,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.2
1
2
),§8

2
3
R
n
.5
9
1
.
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（
219
）

藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
・
第
三
巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
六
三
七
頁
〔
髙
﨑
秀
雄
〕。

（
220
）

藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
219
）
六
三
七
頁
〔
髙
﨑
〕。

（
221
）

平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
二
四
頁
、
三
井
誠
『
刑
事
手
続
法
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
二
二
頁
・
八
五
頁
等
。

こ
れ
に
対
し
て
、
起
訴
を
無
効
と
す
る
の
は
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
（
改
訂
版
）』（
青
林
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
一
二
七
頁
、
松
尾
浩
也
『
刑
事

訴
訟
法
・
上
（
新
版
）』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
四
九
頁
等
。

（
222
）

梅
田
豊
「
判
批
」『
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
九
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
八
六
頁
以
下
、
北
村
和
生
「
判
批
」『
行
政
法
判
例
百
選
Ⅱ

（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
四
六
八
頁
以
下
、
寺
崎
嘉
博
「
判
批
」『
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
八
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
八

六
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
223
）

河
野
信
夫
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
元
年
度
』（
法
曹
会
、
一
九
九
一
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
寺
崎
嘉
博
「
判
批
」『
平
成
元

年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
一
八
一
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
224
）

中
村
也
寸
志
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
六
年
度
（
下
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
〇
頁
以
下
、
窪
田
充
見
「
判
批
」

『
平
成
一
六
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
八
〇
頁
以
下
、
阪
本
昌
成
「
判
批
」『
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五

年
）
七
六
頁
以
下
、
山
口
成
樹
「
判
批
」
判
時
一
八
七
六
号
（
判
評
五
五
二
号
）（
二
〇
〇
五
年
）
一
八
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
225
）

同
旨
の
も
の
と
し
て
、
経
営
刑
事
法
研
究
会
編
『
書
式
　
告
訴
・
告
発
の
実
務
（
第
四
版
）』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）
五
一
頁
〔
井
窪
保

彦
〕。
す
な
わ
ち
、「
告
訴
人
・
告
発
人
は
、
捜
査
機
関
と
異
な
り
、
犯
罪
の
確
証
を
挙
げ
る
た
め
に
捜
査
す
る
権
利
も
義
務
も
有
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
特
に
調
査
し
て
被
告
訴
人
・
被
告
発
人
が
犯
人
で
あ
る
と
の
確
証
を
得
る
ま
で
の
必
要
は
な
く
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
相
当
な
理
由
に

基
づ
い
て
そ
の
者
を
犯
人
と
信
じ
、
そ
の
所
信
に
従
っ
て
、
捜
査
機
関
に
告
訴
・
告
発
を
し
た
以
上
、
後
日
、
被
告
訴
人
・
被
告
発
人
が
真
実
の
行
為

者
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
そ
の
者
が
被
っ
た
損
害
に
つ
き
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
（
東
京
地
判
昭
和
五
二
・
六
・
一
四
判
時

八
八
三
号
五
〇
頁
）。」。

（
226
）

同
旨
の
も
の
と
し
て
、
経
営
刑
事
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
225
）
五
一
頁
〔
井
窪
〕。
す
な
わ
ち
、「
多
く
の
犯
罪
は
故
意
犯
で
あ
る
か
ら
（
刑
法
三

八
条
一
項
）、
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
故
意
（
罪
を
犯
す
意
思
）
の
存
在
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
要
件
の
存
否
を
判
断
す
る

た
め
に
は
捜
査
機
関
に
よ
る
強
制
捜
査
な
い
し
こ
れ
に
準
ず
る
徹
底
し
た
捜
査
の
結
果
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
行
為
態
様
等
の
客
観
的
事
情
に
照
ら
し
、
被
告
訴
人
・
被
告
発
人
に
故
意
の
あ
る
こ
と
を
一
応
疑
う
に
足
り
る
状
況
が
存
在
す
れ
ば
、
仮
に
捜

査
の
結
果
、
故
意
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
告
訴
・
告
発
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
と
考
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え
ら
れ
る
（
千
葉
地
判
昭
和
五
六
・
一
〇
・
二
六
判
タ
四
五
六
号
一
一
七
頁
参
照
）。」。

（
227
）

民
事
訴
訟
の
訴
訟
委
任
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
加
藤
新
太
郎
は
、「
事
実
認
定
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
は
、
弁
護
士
の
訴
訟
委
任
の
事
実
は
、

当
事
者
に
権
利
・
法
律
関
係
の
事
実
的
・
法
律
的
根
拠
の
欠
如
の
認
識
可
能
性
が
あ
る
と
認
定
す
る
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
な
る
こ
と
が
多

い
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
（
加
藤
新
太
郎
『
弁
護
士
役
割
論
（
新
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
九
頁
）。

（
228
）

以
上
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
告
訴
期
間
制
度
の
批
判
的
検
討
」
法
学
研
究
論
集
一
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
229
）

拙
稿
・
前
掲
注
（
228
）
一
頁
以
下
。

（
230
）

判
例
研
究
会
「
捜
査
機
関
の
告
訴
・
告
発
の
不
受
理
に
つ
い
て
―
松
山
地
裁
大
洲
支
部
平
成
一
四
年
三
月
二
〇
日
判
決
―
」
捜
査
研
究
六
一
〇
号

（
二
〇
〇
二
年
）
六
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
231
）

藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
・
第
三
巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
七
六
六
頁
以
下
〔
今
崎
幸
彦
〕。

（
232
）

藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
231
）
七
六
八
頁
〔
今
崎
〕。
大
阪
地
判
昭
五
二
・
七
・
二
五
訟
務
月
報
二
四
巻
八
号
一
六
〇
〇
頁
も
参
照
。

（
233
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
犯
罪
被
害
者
支
援
委
員
会
『
告
訴
ア
ン
ケ
ー
ト
に
関
す
る
報
告
』（
二
〇
〇
六
年
四
月
五
日
公
開
）

〈h
ttp
:/
/
w
w
w
.n
ich
ib
en
ren
.o
r.jp
/
ja
/
co
m
m
ittee/

list/
k
o
k
u
so
h
o
u
k
o
k
u
.h
tm
l

〉。

（
234
）

警
視
庁
「
平
成
一
五
年
四
月
一
日
付
・
通
達
甲
（
副
監
　・
刑
　・
二
　・
資
）
第
一
五
号
」
五
頁
を
参
照
。

（
235
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
犯
罪
被
害
者
支
援
委
員
会
・
前
掲
注
（
233
）
一
六
頁
。

（
236
）

増
井
清
彦
『
新
版
告
訴
・
告
発
（
新
版
再
訂
版
）』（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
二
三
三
頁
。

（
237
）

同
様
の
指
摘
が
既
に
明
治
刑
事
訴
訟
法
下
で
な
さ
れ
て
い
る
（
亀
山
貞
義
『
刑
事
訴
訟
法
論
・
巻
之
二
』（
六
法
講
究
会
、
一
八
九
二
年
）
三
八
九

頁
以
下
。
拙
稿
「
告
訴
権
の
濫
用
的
行
使
と
民
事
不
法
行
為
責
任
（
二
）」
法
律
論
叢
八
五
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
八
頁
（
本
論
文
四
「
歴
史
的

考
察
」）
を
参
照
。）。

（
238
）

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
指
摘
が
既
に
明
治
刑
事
訴
訟
法
下
で
な
さ
れ
て
い
る
（
堀
田
正
忠
『
刑
事
訴
訟
法
釈
義
・
上
巻
』（
発
行
所
不
明
、

一
八
九
六
年
）
二
三
二
頁
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
237
）
八
八
頁
（
本
論
文
四
「
歴
史
的
考
察
」）
を
参
照
。）。

（
239
）

河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
三
巻
）』（
青
林
書
院
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）
四
六
四
頁
〔
福
崎
伸
一
郎
〕。

（
240
）

河
上
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
239
）
四
六
六
頁
〔
福
崎
〕。

（
241
）

藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
三
巻
）』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
四
〇
頁
〔
河
上
和
雄
〕、
伊
藤
栄
樹
ほ
か
編
『
新

版
注
釈
刑
事
訴
訟
法
（
第
三
巻
）』（
立
花
書
房
、
一
九
九
六
年
）
二
六
頁
〔
伊
藤
栄
樹
＝
河
上
和
雄
補
正
〕。
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（
242
）

藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
241
）
四
一
頁
〔
河
上
〕。
伊
藤
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
241
）
二
六
頁
〔
伊
藤
＝
河
上
補
正
〕
も
参
照
。

（
243
）

藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
241
）
四
一
頁
〔
河
上
〕
を
参
照
。

（
244
）

藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
241
）
四
一
頁
〔
河
上
〕
を
参
照
。

（
245
）

た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見
は
保
留
す
る
。

（
246
）

拙
稿
・
前
掲
注
（
138
）「
犯
罪
被
害
者
と
刑
事
司
法
過
程
と
の
関
係
の
あ
り
方
」
五
〇
頁
以
下
。

（
247
）

拙
稿
・
前
掲
注
（
138
）「
告
訴
権
の
歴
史
的
発
展
と
現
代
的
意
義
」
一
一
頁
。
な
お
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
138
）「
犯
罪
被
害
者
と
刑
事
司
法
過
程
と
の

関
係
の
あ
り
方
」
五
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
248
）

太
田
惺
『
告
訴
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
一
年
）
二
四
頁
を
参
照
。

（
249
）

被
害
者
支
援
研
究
会
編
『
警
察
の
犯
罪
被
害
者
支
援
（
第
三
版
）』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
250
）

小
川
賢
一
『
告
訴
・
告
発
事
案
の
捜
査
要
領
』（
東
京
法
令
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
二
二
二
頁
、
増
井
・
前
掲
注
（
236
）
九
六
頁
。

（
251
）

高
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
四
〇
・
二
・
一
九
高
刑
集
一
八
巻
二
号
七
五
頁
。
学
説
と
し
て
、
青
柳
文
雄
ほ
か
編
『
註
釈
刑
事
訴
訟
法
（
第
二

巻
）』（
立
花
書
房
、
一
九
七
六
年
）
三
〇
九
頁
〔
佐
藤
道
夫
〕。

（
252
）

以
上
に
つ
い
て
、
拙
稿
前
掲
注
（
137
）
二
五
五
頁
以
下
、
特
に
二
七
六
頁
以
下
、
二
八
二
頁
を
参
照
。

（
253
）

松
尾
・
前
掲
注
（
201
）
一
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
254
）

司
法
研
修
所
検
察
教
官
室
編
『
検
察
講
義
案
（
平
成
　21　
年
版
）』（
法
曹
会
、
二
〇
一
〇
年
）
八
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
255
）

司
法
研
修
所
検
察
教
官
室
編
・
前
掲
注
（
254
）
八
七
頁
。

（
256
）

司
法
研
修
所
検
察
教
官
室
編
・
前
掲
注
（
254
）
八
七
頁
。

（
257
）

司
法
研
修
所
検
察
教
官
室
編
・
前
掲
注
（
254
）
八
七
頁
以
下
。

（
258
）

司
法
研
修
所
検
察
教
官
室
編
・
前
掲
注
（
254
）
八
八
頁
。

（
259
）

刑
訴
法
二
六
〇
条
に
つ
い
て
、
藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
四
巻
）』（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
二
七
三
頁
〔
河

村
博
〕、
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
（
第
四
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
五
二
七
頁
以
下
等
を
参
照
。
刑
訴
法
二
六
一
条
に
つ
い
て
、

藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
書
二
七
六
頁
〔
河
村
〕、
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
一
六
五
頁
、
増
井
・
前
掲
注
（
236
）
二
一

頁
等
を
参
照
。
刑
訴
法
二
六
二
条
に
つ
い
て
、
松
尾
監
修
・
前
掲
書
五
三
〇
頁
等
を
参
照
。
ま
た
、
検
察
審
査
会
法
一
条
は
、
検
察
審
査
会
の
設
置

の
目
的
と
し
て
、「
公
訴
権
の
実
行
に
関
し
民
意
を
反
映
さ
せ
て
そ
の
適
正
を
図
る
」
こ
と
を
掲
げ
る
。
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（
260
）

刑
訴
法
二
六
〇
条
に
つ
い
て
、
藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
259
）
二
七
二
頁
以
下
〔
河
村
〕、
松
尾
監
修
・
前
掲
注
（
259
）
五
二
七
頁
以
下
、
松
尾
浩

也
『
刑
事
訴
訟
法
・
上
（
新
版
）』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
四
二
頁
等
。
刑
訴
法
二
六
一
条
に
つ
い
て
、
伊
藤
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
241
）
五
五
九

頁
〔
伊
藤
栄
樹
＝
河
上
和
雄
補
正
〕、
藤
永
ほ
か
編
・
前
掲
・
前
掲
注
（
259
）
二
七
六
頁
〔
河
村
〕、
増
井
・
前
掲
注
（
236
）
二
一
頁
、
松
尾
監
修
・
前

掲
注
（
259
）
五
二
九
頁
等
。
二
〇
〇
〇
年
に
改
正
さ
れ
た
検
察
審
査
会
の
審
査
申
立
権
者
の
拡
大
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
検
察
審
査
会
法
に
お
い
て

も
、
犯
罪
被
害
者
の
意
思
の
尊
重
や
犯
罪
被
害
者
の
権
利
の
保
護
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
261
）

新
屋
達
之
「
不
起
訴
処
分
の
通
知
制
度
に
つ
い
て
」
法
学
六
二
巻
六
号
（
一
九
九
九
年
）
九
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
262
）

以
上
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
138
）「
犯
罪
被
害
者
と
刑
事
司
法
過
程
と
の
関
係
の
あ
り
方
」
五
〇
頁
以
下
。
私
見
で
は
、
さ
ら
に
「
適
正
捜

査
請
求
権
」
お
よ
び
「
情
報
入
手
権
」
と
し
て
の
性
質
を
肯
定
す
る
（
拙
稿
・
前
掲
論
文
五
二
頁
以
下
）。

（
263
）

拙
稿
「
親
告
罪
に
お
け
る
告
訴
取
消
し
の
可
能
性
と
検
察
官
・
警
察
官
の
対
応
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
〇
頁
以
下
を

参
照
。

（
264
）

以
上
に
つ
い
て
、
加
藤
雅
信
『
新
民
法
大
系
Ｖ
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
三
二
頁
以
下
。
な

お
、
三
ヶ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
四
一
四
頁
も
参
照
。

（
265
）

窪
田
充
見
『
不
法
行
為
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
四
五
三
頁
以
下
。

（
266
）

窪
田
・
前
掲
注
（
265
）
四
五
六
頁
を
参
照
。

（
267
）

窪
田
・
前
掲
注
（
265
）
四
六
五
頁
。

（
268
）

窪
田
・
前
掲
注
（
265
）
四
六
六
頁
。

（
269
）

佃
克
彦
『
名
誉
毀
損
の
法
律
実
務
』（
弘
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
五
頁
以
下
。

（
270
）

喜
田
村
洋
一
『
報
道
被
害
者
と
報
道
の
自
由
』（
白
水
社
、
一
九
九
九
年
）
一
七
九
頁
以
下
、
佃
・
前
掲
注
（
269
）
三
〇
七
頁
以
下
、
浜
田
陽
一
郎

『
名
誉
毀
損
裁
判
―
―
言
論
は
ど
う
裁
か
れ
る
の
か
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
九
五
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
東
京
高
判
平
六
・
九
・
二
二
判
時
一
五

三
六
号
三
七
頁
も
参
照
。

（
271
）

最
大
判
昭
四
四
・
六
・
二
五
刑
集
二
三
巻
七
号
九
七
五
頁
を
参
照
。


